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【修正箇所】 

第３章 将来像への基本方向（P28-29） 

第４章 基本方向とまちのイメージ（施策体系）（P30-31） 

基本計画（P37-111） 
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第 3章 将来像への基本方向  

 
めざす将来像を実現するため、次の７つをまちづくりの基本方向として定めます。 

 
ルートⅠ：平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち  

 
平和の尊さが感じられ、市民一人ひとりの人権感覚が育まれ、男女が対等な社会の構成員として希望と

誇りを持って、個性豊かに生活できるまちをめざします。 
また、国内外の交流により多文化を認め合うまち、多彩な文化が育まれ生きがいのあるまちをめざしま

す。 
 
 
ルートⅡ：誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち  

 
子どもや障がい者、高齢者が、住み慣れた地域で暮らすことができる、すべての市民にとって安心して

暮らし続けられるまちをめざします。 
また、一人ひとりが尊重され、生涯にわたって生きがいを持ち、心身ともに健康に暮らすことができる

まちをめざします。 
 
ルートⅢ：ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち  

 
人や社会とのつながりの中で、安心して子どもを産み育てることができ、多様な学びや支援の機会を得

て、生きる力と自主性・自律性が育まれるまちをめざします。 
また、人が人を育て、人が地域を育て、市民一人ひとりが、まちづくりの主役としていきいきと生活す

るまちをめざします。 
 
 
ルートⅣ：健全で豊かな環境を守り引き継ぐまち  

 
健全で豊かな環境は私たちの生活の基盤であることから、環境負荷の少ない持続可能な社会の実現

に向けたライフスタイルや事業活動が定着したまちをめざします。 
 
 
ルートⅤ：誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち  

 
快適で潤いのある空間、安全で便利に人・ものが移動する環境、そして地震や風水害の被災リスクを低

減する堅固な基盤が整い、市民の誰もが快適に暮らし、すべての人が活発に活動できるまちをめざします。 
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ルートⅥ：支え合いと備えで安全に暮らせるまち  

 
あらゆる災害に備えた防災体制や、各種犯罪の未然防止に努めるための防犯体制の強化が図られていま

す。 
また、災害や事故などの緊急時の迅速な対応により、子どもから高齢者、障がい者など市民の誰もが安

心して暮らせるまちをめざします。 
 
ルートⅦ：人が集い、企業を育む、都市魅力あふれるまち  

 
交通利便に優れ、充実した文化・学術・研究環境を備えている本市の都市ポテンシャルの高さと、産学

官が一体となって企業活動を支える環境のもと、元気な企業が集積し、人・もの・情報が交流する、活気

と魅力に満ちあふれたまちをめざします。 
また、ワーク・ライフ・バランスが図られ笑顔で働き続けることができる環境を整えるとともに、市民

による賑わいが創出されるまちをめざします。 
 
 
 



第 4章 基本方向とまちのイメージ（施策体系）  

基本方向と基本方向にもとづくまちのイメージ（施策体系）は次のとおりです。 
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基本方向 まちのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 

平
和
の
尊
さ
を
共
有
し
、
一

人
ひ
と
り
の
人
権
と
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
を
認
め
合
う
ま
ち Ⅰ－４ 多様な文化が身近に感じられるまちになっています 

Ⅰ－５ 内外の交流をとおし互いの理解を深め、個性豊かな魅力のあるまちにな
っています 

Ⅰ－３ すべての人が性別にかかわりなくいきいきと活躍し、安心して暮らすこ
とのできる男女共同参画社会になっています 

Ⅰ－２ 一人ひとりの命や個性を大切にする人権感覚が育まれています 

Ⅰ－１ 平和の尊さが実感できています 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
支
え
合
い
健
康
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
福
祉
の
ま
ち

Ⅱ－１ 高齢者が健やかに安心安全に暮らしています 

Ⅱ－２ 障がい者が地域で安心して生活し、さまざまな分野の活動に参加してい

Ⅱ－３ 住み慣れた地域でともに支え合いながら暮らしています 

Ⅱ－４ 生涯にわたって心身ともに健康に暮らしています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 

と
も
に
つ
な
が
り
未
来
を
拓
く
人
づ
く
り
を

進
め
る
ま
ち 

Ⅲ－１ 安心して子育てができています 

Ⅲ－２ 配慮が必要な子どもや親が必要な支援を受けることができています 

Ⅲ－３ 学校・家庭・地域のつながりの中で、子どもたちが自らの学びを高め、
成長しています 

Ⅲ－４ 青少年が安心して安全に過ごし、出会いや交流を通じて成長しています 

Ⅲ－５ いつでも、どこでも、だれでも生涯を通じて、主体的に学んでいます 

Ⅲ－６ すべての市民がいつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと
ができる、生涯スポーツ社会になっています     

 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 

健
全
で
豊
か
な
環
境

を
守
り
引
き
継
ぐ
ま
ち 

Ⅳ－１ 限りあるエネルギーを大切に使う意識が定着しています 

Ⅳ－２ 資源を大切にする社会システムが形成されています 

Ⅳ－３ 健康で快適な暮らしを支える環境が保たれています 
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基本方向 

Ⅴ 

誰
も
が
将
来
に
わ
た
っ
て
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち 

まちのイメージ 

Ⅴ－１ 暮らしを支える都市機能が充実した魅力あふれる都市が形成されてい
ます 

Ⅴ－２ 住みたいまちに選ばれる安心で良質な住まいづくりが進んでいます 

Ⅴ－３ みどりが保全・創出・活用され、市民に親しまれています 

Ⅴ－４ 自動車に過度に依存しない交通環境整備が進んでいます 

Ⅴ－５ 誰もが安全で快適な道路環境整備が進んでいます 

Ⅴ－６ 安定した安心安全の水道が利用できています 

Ⅴ－７ 下水道施設が計画的に整備され安心安全快適な暮らしができています 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅵ 

支
え
合
い
と
備
え
で
安

全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち 

Ⅵ－３ 備えと予防ができており安心できる消防体制が確立しています 

Ⅶ－３ 安心して消費生活を送れる環境が整っています 

Ⅶ－２ いきいきと働きがいをもって就労できる環境が整っています 

Ⅶ－１ 元気な企業が集積しています Ⅶ 

人
が
集
い
、
企

業
を
育
む
、
都
市
魅

力
あ
ふ
れ
る
ま
ち

Ⅵ－２ 犯罪が少なく安全で安心して過ごしています 

Ⅵ－１ 防災への備えをはじめ危機管理体制が確立しています 

 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ－１  
平和の尊さが実感できて

います →P38 

Ⅰ－２  
一人ひとりの命や個性を

大切にする人権感覚が育

まれています →P40 

Ⅰ－３  
すべての人が性別にかか

わりなくいきいきと活躍

し、安心して暮らすことの

できる男女共同参画社会

になっています →P42 

Ⅰ－４  
多様な文化が身近に感じ

られるまちになっていま

す →P44 

Ⅰ－５  
内外の交流をとおし互い

の理解を深め、個性豊か

な魅力あるまちになって

います →P46 

（３）文化財・伝統文化の保存・活用 

（２）国内交流の推進 

（１）国際交流の推進 

（２）知的財産等の活用と市民と大学の交

流を促進 

（１）多様な文化に親しめる環境づくり 

（２）男女共同参画社会の実現に向けての

環境整備 

（３）ＤＶ防止対策の取組の強化 

（１）男女共同参画社会の実現に向けての

意識改革 

（３）人権の視点のまちづくり 

（２）地域交流の場づくり 

（１）人権啓発と相談支援 

まちのイメージ 

（１）非核平和への貢献 

ルートⅠ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を

認め合うまち 

＜基本方向＞ 

重点取組 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅰ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち

Ⅰ－１ 平和の尊さが実感できています ま ち の 

イメージ 「非核平和都市宣言」に基づいた核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向けた事業に市民が

自主的に参加し、戦争の悲惨さを風化させず、平和の尊さが次世代に伝わっています。 

 
 
１ まちの現状と課題  

◆ 21世紀においてもなお、世界各地で武
力紛争が繰り返され、数多くの命が失わ

れています。また、核拡散の懸念は解決

しておらず、人類の平和と共存に大きな

脅威を与えています。 
◆ 被爆国である日本の自治体として、全国

の非核平和宣言都市との連携により、核

兵器の廃絶と恒久平和の実現を市民に

も呼びかけていくことが必要です。 
 戦後半世紀以上たち、戦争を体験した人
が少なくなっている中、市民自らが戦争

や平和について考え、行動できるよう、

平和の尊さを伝え引き継いでいくこと

が必要です。 

3,674
3,462

3,833

3,187
2,992 2,943

0
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1,000

1,500
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2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H18 H19 H20 H21 H22 H23

平和祈念資料館年間利用者数(人)

(年度)

 出典：人権文化部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）非核平和への貢献 

・非核平和意識の高揚が図られるよう啓発のための取組を行い、多くの市民が参加する機会を設け 
ます。 

 ・市民の自主的な非核平和の取組へ参加を促進するため、非核平和に関する資料の収集や、市民自 
らが戦争や平和について考える際に役立つ情報提供機能の充実に努めます。 
・戦時中の体験を語るなど、平和の尊さを次世代に伝えるボランティアを発掘・育成します。 

 
３ 市民・事業者・団体の取組  
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ませんか！ 

みんなで取り組み 

③ 戦時中の体験を語るなど、平和の尊さを次世代に伝える取組 

② 核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向け、自主的・持続的な取
組 

① 非核平和にかかわる事業に参加し、平和の大切さについて意
識を高め、広める取組 



４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

平和祈念資料館

の年間利用者数 
3,674 人 3,272 人 15,000 人 

平和への取り組みを推進するため

に、新たに平和祈念資料館として、

平成 24年 9月に移転開設を行った。
一層多くの人に平和の尊さを認識

し、後世に伝えてもらいたいことか

ら、利用者増を指標に設定 

平和祈念資料館

の現物資料等を

貸し出した件数 
40 件 37 件 75件 

平和を学ぶ教材として、貸出用現物

資料等が積極的に活用され、より関

心を持ってもらえるよう、その貸出

件数増を指標に設定 

非核平和への貢

献に関する満足

度 
― 

54.9 点 

（平成22年度） ↗ 
行政や市民による啓発活動に自らが

参加し、得るものがあったと思うな

どの満足度の向上を目的として、満

足度の平均評価点を指標に設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市人権施策基本方針（平成 18年度～終期設定なし） 
 吹田市文化振興基本計画（平成 21年度～平成 32年度） 

 
６ 他の施策との連携  

 

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ―２ 人権 差別意識の排除など人権啓発と併せた PRや啓発を推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 校外学習での平和祈念資料館見学や平和の語り部を学校へ派遣するな

ど、学校教育と連携を図ります。 

Ⅲ－５ 生涯学習 
公民館や図書館、ＰＴＡ研修などへ平和の語り部を派遣するなど、社会

教育との連携を図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅰ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち

Ⅰ－２ 一人ひとりの命や個性を大切にする人権感覚が育まれています ま ち の 

イメージ 人権について考える機会に触れ、市民一人ひとりがお互いの違いを認め合い、多様な問

題や悩みが解消され、真に個人が尊重される個性豊かな生活を送っています。 

 
 
１ まちの現状と課題  

 
◆女性、子ども、高齢者、障がい者などをめぐり、 
未だに人権を侵害する事態が続いています。 
また、社会の変化に伴って新たな人権侵害など  
も起きており、これらの問題の解決に向けて、  

103

85 86
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98 99
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H18 H19 H20 H21 H22 H23

人権相談の件数と相談内容

女性

子ども

高齢者

障がい者

同和問題

外国人

職場や労働者

その他

(年度)

さらに人権啓発に取り組むことが必要です。 
◆人と人とのふれあいを通じることで、市民が互 
いに理解を深め、個性を認め合う人権感覚が育 
まれることから、地域、学校、職場等での交流 
を広げることが必要です。 
◆すべての人びとの基本的人権が尊重されるま 
ちづくりに向けて、あらゆる行政分野に人権の 
視点を根付かせることが必要です。 

 出典：人権文化部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）人権啓発と相談支援 

・吹田市人権啓発推進協議会やその他の公共的団体、NPOやボランティア団体など、各種団体の人 
権啓発活動を支援します。 
・各種団体とより一層の連携を深め、市民が自発的に学習できるなど、さらなる人権意識の啓発、 
高揚や人権課題解決に向けた取組みを推進します。 
・各種相談機関との連携により、人権侵害に対する相談支援体制の充実を図ります。 
 

（２）地域交流の場づくり 

・人と人とのふれあいを通じて、市民が互いに理解を深め、真に豊かな人権感覚を身につけるため、よ

り多くの市民による交流を支援します。 
 

（３）人権の視点のまちづくり 

・総合的・計画的に人権施策を推進するため、「人権施策推進計画」を策定し、あらゆる行政分野で人

権の視点によるまちづくりを進めます。 
・人権に関する研修を充実し、職員の人権感覚を高めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ませんか！ 

みんなで取り組み 

一人ひとりの違いを認め合う人権意識を高める取組 
② 家庭・学校・職場等身近なところから人権について考え、 
① 人権啓発活動に関する理解と活動への参加 

 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

人権意識が向上

していると思う

市民の割合 
23.9% 

22.2% 
（平成 22年度)

40.0% 人権意識の向上を測る指標として設

定 

人権意識の向上

のための施策の

満足度 
― 53.0 点 

（平成 22年度) ↗ 
人権意識の向上のための施策の満足

度の向上を目的として、満足度の平

均評価点を指標に設定 

人権啓発推進協

議会委員の人数 
1,458 人 1,709 人 3,000 人 人権啓発活動の活性度合いを測る指

標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市人権施策基本方針（平成 18年度～終期設定なし） 
 第 3次すいた男女共同参画プラン（平成 25年度～平成 29年度） 

 
６ 他の施策との連携  

 

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－１ 平和 非核平和の意識啓発と併せた PRや啓発を推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 人権教育の取組など学校教育と連携を図ります。 

全  体 人権の視点を踏まえた施策の取組を総合的に推進します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅰ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち 

Ⅰ－３ すべての人が性別にかかわりなくいきいきと活躍し、安心して暮ら

すことのできる男女共同参画社会になっています 

ま ち の 

イメージ 
性別にかかわりなく対等な社会の構成員として、あらゆる分野で能力や個性を発揮でき

る男女共同参画社会になっています。 

女性に対するあらゆる暴力の根絶に向けた取組や、DV（ドメスティック･バイオレンス）

被害者の支援体制が充実し、安心して暮らせる社会になっています。 
 
１ まちの現状と課題  

 固定的な性別役割分担意識については、グラフ 1のとおり、女性で肯定する割合が増加しています。
固定的な性別役割分担意識の解消に向けた取組の推進が必要です。 

 日本における女性の労働力率は、依然としてＭ字型カーブを描いており、特に吹田市のＭ字は国や大
阪府よりも大きく深く落ち込んでいます。本市では転勤等による転入者が多いなど特有の要因が背景

にあるものと推察されますが、働きやすい職場環境の整備など、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）を推進するための、より一層の取り組みが必要です。（グラフ 2参照） 
 性犯罪や、ストーカー行為などの女性に対する暴力や、配偶者・交際相手からのＤＶ被害が社会問題
化しています。本市においては平成 23年 4月、大阪府内の市町村では初めて配偶者暴力相談支援セ
ンターの機能を持つ「すいたストップＤＶステーション（ＤＶ相談室）」を設置し、総合的なＤＶ防

止対策事業を行っていますが、今後より一層の充実が必要です。 
 グラフ１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」平成 17年度 出典： 総務省「国勢調査」平成 22年 

 吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」平成 22年度 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）男女共同参画社会の実現に向けての意識改革 

・家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の意識を身につけるた

め、意識啓発・社会参加促進支援講座の開催など啓発活動を行います。 
（２）男女共同参画社会の実現に向けての環境整備 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進するため、働きやすい職場環境や子育て環境

の整備など、事業者等に積極的に働きかけます。 
（３）ＤＶ防止対策の取組の強化  

・「吹田市ＤＶ防止基本計画」（平成 25年 3月策定）に基づき、デートＤＶを含めたＤＶの防止に向け
て、迅速な被害者支援と実効性のある予防啓発活動、関係機関等との連携・協働の推進を行います。 

グラフ2 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ませんか！ 

みんなで取り組み 

⑥ 職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを
許さない体制づくり 

⑤ 育児休業や介護休業などの制度の整備に努め、男女が共に働きや
すい環境整備 

④ 暴力の被害にあった時には、一人で悩まず相談する意識づくり 

③ DV は重大な人権侵害であり犯罪であることの認識と、暴力を許
さない意識の浸透 

② 男女共同参画の意識を高めるための講座や研修会への参加 
① 家庭や地域、職場での固定的な性別役割分担について考えてみる

４ 取組の目標  
 

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

男女が共に個性や能

力を発揮できる社会

になってきていると思

う市民の割合  

32.2％ 
27.0％ 

（平成22年度）
40.0% 男女共同参画社会の実現を目的とし

て指標を設定 

審議会等委員におけ

る女性の割合 
26.7% 30.5% 40.0% 市の政策・方針決定過程における女

性の参画の増加を目的として指標を

設定 

女性市職員の管理

職登用の割合 
7.6% 19.2% 30.0% 

「吹田市役所」は事業所として、自ら

がモデル職場となるよう積極的に取り

組む必要があり、その姿勢を示す目

的として指標を掲載 

ＤＶ防止法の認知度 64.3％ 
73.8％ 

（平成22年度）
100％ 女性に対する暴力の予防と根絶のた

めの基盤づくりを目的として指標設定

 
５ 関連する分野別計画等  

 第 3次すいた男女共同参画プラン（平成 25年度～平成 29年度） 
 吹田市人権施策基本方針（平成 18年度～終期設定なし） 

６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 
Ⅲ－２ 配慮が必要な子ども 
Ⅲ－３ 学校教育 

複合的な人権課題を有するＤＶ被害者を支援するため、児童虐待、いじめ、

高齢者虐待、障がい者虐待などに関する相談事業・施策と連携します。 

Ⅶ－２ 雇用・就労 男女が共に能力を発揮できる社会環境を整えるため、ワーク・ライフ・バ

ランスの視点など労働関連施策と連携します。 

全  体 男女共同参画社会の形成に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進します。
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ルート 
(基本方向) 

Ⅰ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち

Ⅰ－４ 多様な文化が身近に感じられるまちになっています ま ち の 

イメージ 市民文化が息づき、地域個性が光るまちの中で、市民は多様な文化の振興と創造、継承・

発展に積極的にかかわり、生きがいを感じて暮らしています。 

 

１ まちの現状と課題  

 市民の身近なところで文化に触れ合う機会や市民団体等の活動を通して、市民文化が盛んになり、
吹田固有の地域文化が息づいていますが、将来にわたってこうした文化を継承し、振興する担い

手の不足が懸念されています。 
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博物館、浜屋敷、旧西尾家住宅、旧中西家住宅

の年間入場者数
(人)

(年度)

 本市には多くの大学があり、大学・研究
機関が有する知的財産や人的財産等を、

地域、行政との多面的な連携により活用

することで、人とまちをつなぎ、さらに、

まちに活力を与える取組が求められてい

ます。 
 本市は、吹田市立博物館、吹田市文化会
館（メイシアター）、歴史文化まちづくり

センター（浜屋敷など、歴史的、文化的

に多様な施設を有する恵まれた環境にあ

ります。一方で施設の老朽化が進んでい

るものもあり、将来にわたって施設機能

を良好な状態で維持していくことが求め

られます。 
出典：人権文化部データと地域教育部データ

 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）多様な文化に親しめる環境づくり 

・文化に対する関心が高まるよう、多種多様な文化・芸術を市内の各種文化団体とともに提供し、 
多くの市民が参画する機会を提供します。 
 

（２）知的財産等の活用と市民と大学の交流を促進 

・市と大学・研究機関相互の情報交換を行うなど、多面的に連携し、大学のあるまちづくりを進め 
ます。 
・歴史的、文化的資源の活用等を図ることにより、行政・大学双方の発展と充実を図ります。 
 

（３）文化財・伝統文化の保存・活用 

・末永く貴重な文化財を受け継ぎ、伝承していくために文化財の十分な保存と活用に努めるとともに、

芸術文化を活かしたまちづくり、地域文化の創造に役立つよう市民への啓発を図ります。 
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３ 市民・事業者・団体の取組                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 

⑤文化財の所有者、市民、事業者が協力し合い、保存と活用を進める

④地域の行事等に、学生や研究者も一緒に参加・参画し、交流を図る

取組 

③大学や研究機関などが持つ知的財産に触れるなど交流を進める取

組 

②文化活動の中で活動の担い手を育む取組 
①興味や関心を持つ文化活動への参加 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

文化会館、市民ギャ

ラリー等で行われ

る文化・芸術行事に

参加したことがあ

る市民の割合 

31.3% 
26.6% 

（平成22年度）
33.3% 

市民の文化・芸術に対する関心度

を測る指標として設定 

大学図書館の市民

利用登録者数 
― 341 人 600 人 

市民による大学・研究機関の有効

活用の進ちょく状況を測る指標と

して設定 

芸術・文化に親しめ

る環境の満足度 
― 

51.3 点 
（平成22年度） ↗ 

芸術・文化に親しめる環境の満足

度の向上を目的として、満足度の

平均評価点を指標に設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市文化振興基本計画（平成 21年度～平成 32年度） 
 第 2次吹田市生涯学習推進計画（平成 18年度～） 

 
６ 他の施策との連携  

 

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－５ 内 外 交 流 文化活動などを通して、国内・国外との交流を進めます。 

Ⅲ－３ 学校教育 
学校・家庭・地域のつながりの中で、子どもたちが身近な文化を学習し、

継承・発展に関われるよう、学校への働きかけや、学校を通しての情報提

供の充実を図ります。 

Ⅲ－５ 生涯学習 大学の公開講座等を市民の生涯学習に役立ててもらいます。 

全  体 各施策に対し、本市の文化的特徴・吹田らしさを活かした取組を働きかけ

ます。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅰ 平和の尊さを共有し、一人ひとりの人権とさまざまな文化を認め合うまち

Ⅰ－５ 内外の交流をとおし互いの理解を深め、個性豊かな魅力あるまちに

なっています 

ま ち の 

イメージ 
吹田市が持つまちの良さを生かした国内外の交流が進み、吹田市を第 2 のふるさととし

て体感してもらえるようなまちになっています。また、異なる文化を持つ人たちがお互い

を理解し認め合う、多文化共生のまちとなっています。 

 
 

１ まちの現状と課題  

 グローバル化が進む中で、活気あるまちと 
して持続的に発展するために、異なった文 
化や習慣などを認め合い、外国籍市民を地 
域のパートナーとして受け入れ共生する、 
地域社会の形成が求められています。 

本市の外国人人口

（外国人登録者数）
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出典：住民基本台帳データ

 本市には多くの在住外国籍市民、本市の大 
学に通う多くの留学生がおり、異文化と触 
れ合える下地があります。このような中で、 
国際交流活動に参加しやすい環境づくりが 
求められています。 

 本市は 6市町と友好交流提携を結んでおり、それらいずれもが特色ある歴史・文化をもつ 
魅力ある都市です。各市町との活発な交流を維持するためには、行政主導の交流だけでな 
く、市民主体の交流活動を活性化させるための働きかけが必要です。 

 
 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）国際交流の推進 

・国際交流協会と連携し、異文化理解講座や青少年が国際理解を育む取組などの事業を開催し、 
 外国籍市民や留学生を地域のパートナーとして受けいれる多文化共生のまちづくりを進めます。 

 

（２）国内交流の推進 

・友好交流都市の特色や魅力などを知るための広報活動を行うとともに、お互いを身近に感じて 
 もらうための市民参加型のイベントを開催します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①異文化理解の講座など国際交流にかかわる取組に参加し、国際

化の意識を高める取組 
②国際交流にかかわる市民活動への参加 
③都市間交流としての文化、スポーツなどの交流事業やイベント

への参加 

みんなで取り組み 

ませんか！ 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

コミュニティ通訳ボラ

ンティア登録者数 
18 人 13 人 30 人 

市民主体の国際交流支援の環境整

備の進ちょく状況を測る指標として設

定 

国際交流活動の満

足度 
 ― 

49.4 点 
（平成22年度） ↗ 国際交流活動が市民ニーズに合った

ものかを測る指標として設定 

特色のある文化や歴

史を持つまちとの交

流の満足度 

 ― 
50.2 点 

（平成22年度） ↗ 市民ニーズを満たす交流が行われて

いるかを測る指標として設定 

 
 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市文化振興基本計画（平成 21年度～平成 32年度） 
 
 
６ 他の施策との連携  

 

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－２ 人権 国内・国外の交流を通じて、人権意識の高揚を図るなど人権施策との連携を

推進します。 

Ⅰ－４ 文化 国内の都市間交流や国際交流において、文化を媒体として交流するなど文化

振興施策との連携を推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 国際理解教育など学校教育との連携を図り、早期からの国際感覚の醸成に努
めます。 
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＜基本方向＞ 
ルートⅡ 誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち 

まちのイメージ 

Ⅱ－４ 
 生涯にわたって心身とも

に健康に暮らしています 
 →P56 

Ⅱ－３ 
 住み慣れた地域でともに

支え合いながら暮らして

います →P54 

Ⅱ－２ 
 障がい者が地域で安心して

生活し、さまざまな分野の

活動に参加しています

→P52 

Ⅱ－１ 
 高齢者が健やかに安心安全

に暮らしています →P50 

重点取組 

（１）高齢者の社会参加・生きがい事業の

充実 

（２）健康づくり・介護予防等の取組の推進 

（３）介護保険サービスの充実 

（１）各種障がい福祉サービス提供基盤の

整備 

（２）障がい者の雇用促進に係る周知・啓

発、及び就労支援・相談体制の充実 

（３）障がい児通所サービスとの連携強化 

（１）地域で支え合う見守り相談支援のネ

ットワークの充実 

（２）地域福祉の拠点としての総合相談窓

口の充実 

（３）高齢者や障がい者等の権利擁護 

（１）健康づくりの推進 

（２）保健サービスの提供 

（３）地域医療体制の充実 

（４）障がい者理解を啓発するための地域

ボランティアとの連携強化 

（４）認知症高齢者支援の推進 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅱ 誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち

Ⅱ-1 高齢者が健やかに安心安全に暮らしています ま ち の 

イメージ 高齢者が自ら健康づくり・介護予防に取り組み、生きがいを持って住み慣れた地域で

安心して暮らしています。 

１ まちの現状と課題  

 高齢化率が21％を越える超

高齢社会に突入し、平成 32
年（2020年度）には 4人に
１人は高齢者となり、認知

症高齢者も増加すると推測

されます。 
 75 歳以上の高齢者の割合
が、今後、急速に増えるこ

とが見込まれ、介護予防の

取り組みや認知症高齢者へ

の支援が重要となります。 
 地域で高齢者を支える介護
保険サービスを確保すると

同時に質の向上が必要です。 
出典：福祉保健部データ 
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<介護度別認定者数>

２ 重点取組と行政の役割  

（１）高齢者の社会参加・生きがい事業の充実 

・高齢者が自らの経験や知識を生かせるよう、地域活動や就業などの社会参加を支援します。 
・高齢者のいきいきとした暮らしにつながるよう、学習機会等を充実させます。 

（２）健康づくり・介護予防等の取組の推進 

・健康づくりに関する情報を提供し、健康づくりを支援します。 
・高齢者が住み慣れた地域で生活を続けることができるように、生活支援事業等を実施します。 
・要介護状態にならないように、高齢者が主体的かつ継続的に介護予防の取組が行えるよう支援

します。 
・地域福祉団体や高齢者支援事業者と協働で、見守り体制の充実を図り、高齢者が安心して暮ら

せる地域をめざします。 

（３）介護保険サービスの充実 

・介護保険事業者等と連携し、介護保険サービスの質の向上を図ります。 
・地域密着型サービスの基盤整備を推進します。 

（４）認知症高齢者支援の推進 

・認知症の予防、早期診断のため、組織横断的に取り組むとともに医療機関等との連携を進めます。 
・認知症に関する市民等への啓発や、認知症高齢者の状況に応じた適切なサービスを受けられる

仕組みづくりに努めるなど、誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられる環境づくりに取り組み

ます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①高齢者の生きがいづくりの取組 
②介護予防に関する取組による健康の保持増進 
③介護保険サービスを必要な時に適切に利用 
④高齢クラブ活動等の地域活動に参加 
⑤シルバー人材センターなどを活用し、就業機会の充実 
⑥地域、高齢支援事業者と行政の連携により、地域における高齢者

の見守り 
⑦介護保険サービスの質の向上 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

高齢者の生きがいづ

くりの推進の満足度 ― 
 52.1 点 
(平成 22年

度) 
↗ 

高齢者の生きがいづくりの推進の施

策の市民満足度の向上を目的とし

て、満足度の平均評価点を指標に設

定 

地域包括支援センタ

ーの認知度 ― 
 31.7％ 
(平成 22年

度) 

50.0％ 

高齢者の地域における健康・介護・

生活支援の地域における拠点として

の役割が果たせるように、周知が必

要なため認知度を指標に設定 

17.7％ 18.6% 要介護認定を受けて

いる高齢者の割合 
（各年度末の実績値） 

19.2％ 

未 満 

生きがい事業や介護予防等に取り組

むことで、要介護状態の高齢者を増

やさない指標として設定 
５ 関連する分野別計画等   

 第 5期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 24年度～平成 26年度） 
 第 2次吹田市地域福祉計画（平成 23年度～平成 27年度） 

６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－３ 男女共同参画 高齢者虐待、障がい者虐待などの情報を共有し、暴力の根絶に向けた連携を推進しま

す。 

Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－３ 地域福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 

事例検討等を中心に、支援を要する人に効果的かつ包括的な支援を行うためのネット

ワークづくりの推進を目的に開催している地域ケア会議等により、保健・医療・福祉

等の連携を強化します。 

Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－３ 地域福祉 

成年後見制度や虐待防止ネットワークの構築など高齢者や障がい者等の権利を擁護

する取組について連携を強化します。 

Ⅱ－４ 保健・医療 認知症の予防をはじめ、認知症高齢者の支援や在宅医療について、かかりつけ医の促
進など医療との連携を行います。 

Ⅲ－５ 生涯学習 
Ⅲ―６ スポーツ 高齢者の生きがいづくりについて、生涯学習や生涯スポーツとの連携を行います。 

Ｖ－２ 住宅 高齢期になっても住み続けられるまちとなるよう住宅政策との連携を行います。

Ⅶ－３ 消費生活 悪質な商法や詐欺行為等による消費者被害の防止に関する相談・援助体制について、

連携を強化します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅱ 誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち 

Ⅱ－２ 障がい者が地域で安心して生活し、さまざまな分野の活動に参加してい
ます  

ま ち の 

イメージ 
障がいの有無によって分け隔てられることなく、人格と個性が尊重され、あらゆる分野

の活動に参加し、どこで誰と生活するかを選択する機会が確保されています。 

 
１ まちの現状と課題  

＜障がい者手帳所持の状況＞

1,209 1,425 1,371 1,484 1,592

1,875 1,974 2,077 2,152 2,258

11,911 11,726 11,979
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平成22年度
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4.30
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4.60

4.70

4.80

身体障がい者手帳
療育手帳

精神障がい者手帳
手帳所持者の人口比率

 障がい者が、地域社会の構成
員として、主体的に様々な分

野の活動に参加し、自立した

生活を送ることができ、安心

して暮らすことのできるま

ちづくりが必要です。 

 医療的ケアが必要な方への
支援、障がい者の雇用促進や

就労支援を含め、医療、福祉、

教育、労働など総合的な視点

に立った支援の充実が必要

です。 

 

 

 

 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）各種障がい福祉サービス提供基盤の充実 

・障がい者の居宅、通所、医療等各種サービス提供基盤の充実を図ります。 
・医療的ケアが必要な方へのサービス提供について、関係機関と連携して仕組みづくりに取り組

みます。 
・法改正に伴う障がい福祉制度にかかわる情報提供など（周知、啓発、就労支援及び相談体制）

適切に対応します。 
・障がい者の成長過程において、切れ目のないサービス提供ができるようなシステムづくりを進

めます。 

（２）障がい者の雇用促進及び就労支援の充実 

・障がい者の就労を促進するため、関係機関と連携し、相談体制の充実などに取り組みます。 
・障がい者の雇用に関する周知、啓発を行い、雇用促進を図ります。 
・企業や事業所における障がい者の雇用や就労実習の場の提供など、就労支援を促進します。 

（３）障がいへの理解の啓発 

・地域での交流が図られるよう、地域ボランティアと連携し、障がい者が参加できる行事への案

内を行ううとともに、障がい者に対する理解を深めるための啓発に努めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 

 

 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①障がいへの理解を深める取組みへの参加 
②障がい者の就労や雇用に関する理解 

４ 取組の目標                               

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

障がい者を支え

る福祉・保健・医

療サービスの満

足度 

― 
52.3 点 

(平成 22年度) ↗ 
障がい者を支える福祉・保健・医療

サービスの満足度の向上を目的とし

て、満足度の平均評価点を指標に設

定 

グループホーム

等利用者数 ― 219 人 
460 人 

以上 

障がい者が、地域で自立した生活を

送る場の一つであるグループホーム

等のサービスの有効性を検証するた

め、指標として設定 

通所事業所から

一般就労への移

行 
― 

24人 
(平成 22年度)

 

52人 
以上 

障がい者の雇用促進を図ることを目

的として、通所事業所から一般就労

に移行する人の人数を目標値に設定

 
５ 関連する分野別計画等   

 第 3期吹田市障がい者計画（平成 23年度～平成 27年度） 
 第 3期吹田市障がい福祉計画（平成 24年度～平成 26年度） 
 第 2次吹田市地域福祉計画（平成 23年度～平成 27年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ―3  男女共同参画 児童虐待、いじめ、高齢者虐待、障がい者虐待などの情報を共有し、暴力の根絶に

向けた連携を推進します。 

Ⅰ―２ 人権 障がい者が地域で自立した生活ができるよう、市民の理解を深めます。 

Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－３ 地域福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 

事例検討等を中心に、支援を要する人に効果的かつ包括的な支援を行うためのネッ

トワークづくりの推進を目的に開催している地域ケア会議等により、保健・医療・

福祉等の連携を強化します。 
Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－３ 地域福祉 

成年後見制度や虐待防止ネットワークの構築など、高齢者や障がい者の権利を擁護

する取組について連携を強化します。 

Ⅲ－２ 配慮が必要な子ども 事業所連絡会における情報交換など、障がい児通所サービスとの連携を強

化し、成長過程において切れ目のないサービス提供を図ります。 
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ルート 
(基本方針) 

Ⅱ 誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち

Ⅱ－３ 住み慣れた地域でともに支え合いながら暮らしています  ま ち の 

イメージ 市民誰もが、住み慣れた地域で、孤立することなく、互いに尊重し合い、ともに支え合

いながら、健やかで安心して暮らしています。 

 
１ まちの現状と課題  

5,534
5,814

6,197
6,735

7,021

0
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4,000

5,000
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ひとり暮らし高齢者数<人>

(年度)

 地域福祉活動を行う担い手の高齢化や担い手
が不足していると言われている中、新たな担

い手の養成が必要です。 
 高齢者や障がい者などの総合相談窓口として
の役割が十分に果たせるよう、地域保健福祉

センター（地域包括支援センター）の認知度

を高めることが必要です。 
 判断能力が十分でない高齢者や障がい者など
の権利を擁護する成年後見制度等に関する相

談が増えている中、制度の周知や利用支援を

啓発することが必要です。 

出典：福祉保健部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）地域で支え合う見守り相談支援のネットワークの充実 

・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を市内に配置し、地域で支え合うネットワークづ

くりを推進します。 
・地区福祉委員会が行う小地域ネットワーク活動を支援します。 
・社会福祉協議会が運営するボランティアセンターの活動を促進します。 
・地域住民の身近な相談・援助者である民生委員・児童委員活動を支援します。 
・地域福祉活動や更生保護活動を行う様々な担い手に対して支援します。 
・地域福祉推進の中核的役割を担う団体である社会福祉協議会との連携強化に努めます。 
・災害時要援護者の避難支援のネットワークづくりを促進します。 

（２）地域福祉の拠点としての総合相談窓口の充実 

・地域保健福祉センター（地域包括支援センター）が持つ保健・医療・福祉等に関する総合相談

支援機能の充実に努めます。 
・身近な地域で必要なサービスにつながるよう、地域保健福祉センター（地域包括支援センター）

の情報提供の充実を図り、認知度を高めます。 

（３）高齢者や障がい者等の権利擁護  

・必要な支援を受ける権利を守るなど、市民の権利擁護に取り組みます。 
・後見人の担い手の裾野を広げる制度の検討を進めます。 
・認知症の周知に努め、認知症サポーターを養成します。 
・高齢者や障がい者等の虐待防止ネットワークの構築に努めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

住み慣れた地域で

の生活を支える地

域福祉推進の満足

度 

― 
 52.3 点 
(平成 22年度) ↗ 

住み慣れた地域での生活を支える地

域福祉推進の満足度の向上を目的と

して、満足度の平均評価点を指標に

設定 

小地域ネットワー

ク活動の延べ参加

人数（地区福祉委

員含む） 

67,865 人 86,163 人 
100,000 人

以上 

住み慣れた地域でともに支え合う地

域福祉活動への市民の参加度合いを

測る指標として設定 

成年後見制度等の

延べ相談件数 ― 197 件 
240 件 

以上 
判断能力が十分でない高齢者や障が

い者など、支援が必要な人の権利が

守られていることを測る指標として

設定 

 
５ 関連する分野別計画等   

 第 2次吹田市地域福祉計画（平成 23年度～平成 27年度） 
 第 5期吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成 24年度～平成 26年度） 
 第 3期吹田市障がい者計画（平成 23年度～平成 27年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 

事例検討等を中心に、支援を要する人に効果的かつ包括的な支援を行う

ためのネットワークづくりの推進を目的に開催している地域ケア会議等

により、保健・医療・福祉等の連携を強化します。 

Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－２ 障がい福祉 

成年後見制度や虐待防止ネットワークの構築など、高齢者や障がい者の権利を擁

護する取組について連携を強化します。 

Ⅲ－１ 子育て 地域福祉活動の一環として実施している子育て支援の取組を通して子育て支

援施策との連携を図ります。 

Ⅵ－１ 防災 災害時要援護者避難支援のネットワークづくりと災害に備えた防災関連施策と

の連携を行います。 

みんなで取り組み 

ませんか！ ① 小地域ネットワーク活動の推進と地域福祉活動を行う新たな
担い手の養成 

② 民生委員・児童委員活動の充実 
③ さまざまな担い手による地域福祉活動や更生保護活動の充実 
④ 社会福祉協議会による地域福祉推進のための様々な取組 
⑤ 災害時要援護者の地域における避難支援の仕組みづくり 
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ルート 
(基本方針) 

Ⅱ誰もが住み慣れた地域で支え合い健康で安心して暮らせる福祉のまち 

Ⅱ－４ 生涯にわたって心身ともに健康に暮らしています  ま ち の 

イメージ 「健康づくり都市宣言」のもと、ライフステージに応じた保健サービスや生涯スポーツ

を通じて、あらゆる世代の市民が健康管理や健康づくりに取り組み、健やかに暮らしてい

ます。 

また、地域における医療、保健、福祉の連携体制が整備されており、安心して暮らして

います。 

 
１ まちの現状と課題  

 自己の健康状態を正しく認識し、栄養や
運動、休養などのバランスのとれた生活習

慣を確立することによって、市民が心身

の健康を保持・増進することが必要です。 
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50歳代(N=206)

60歳代(N=262)

70歳以上(N=235)

重要である どちらかといえば重要である 今の程度で良い

どちらかといえば重要ではない 重要ではない

無回答

【市民意識調査：くらし・健康についての重要度】

保健事業や健康づくりの推進 （単位：％） 

 市民のライフステージに応じた保健サ
ービスを充実させることが重要です。特

に、がんや生活習慣病の予防・早期発見

への取組とともに、母子の健康を守るこ

とや児童虐待の予防・早期発見に努める

ことが重要な課題となっています。 
 感染症や食中毒について市民が正しい
知識を持ち、予防に努めるとともに発生

時に備える必要があります。 
 医療機関の連携を強化し、救急医療体制
を充実させるとともに、市民へ医療情報

を提供する必要があります。 

出典：平成 22年度市民意識調査 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）健康づくりの推進 

・こころの健康や生活習慣病予防など、予防に重点をおいた心身の健康づくりの啓発を行い、市

民自らの健康づくりを支援します。 
・生涯スポーツ事業とも連携し、市民の主体的な健康づくり活動への支援を行います。 
 
（２）保健サービスの提供 

・市民のライフステージやニーズに応じた健（検）診や予防接種等の受診率（接種率）向上に努

めます。 
・妊娠中からの支援の強化や乳幼児健診の全対象児の状況の把握に努めるなど、母子保健の充実

に取り組みます。併せて、関連する部局や機関と連携し、児童虐待防止につなげていきます。 
・感染症や食中毒の予防については、迅速な対応が必要であり、組織横断的かつ関係機関や団体

等と連携して取り組みます。 
 
（３）地域医療体制の充実  
・地域連携パスなどを活用し、病院間や病院と診療所との連携を充実させ、必要な時に適切な医

療を受けやすくします。  
・豊能広域こども急病センターや休日急病診療所を中心とした初期救急医療体制の維持・充実と、

公立病院を中心とした 2次救急医療体制の充実に取り組みます。 
・ホームページや市報すいた、各種冊子での医療情報の提供を充実させます。 

- 56 - 



３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 

 

 

 

 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①健康管理や健康づくりへの意識の浸透 
②乳幼児健診や妊婦健診、成人健診などのライフステージに応じた

健（検）診を受診 
③感染症や食中毒に関する知識習得と予防 
④かかりつけ医を持つこと 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

吹田市国保健診

（40歳から74歳）
及び 30 歳代健診 
年間受診者数 

53,364 人 32,555 人 
45,000 人 

以上 

生活習慣病などの疾病予防を重視し

生涯にわたる生活の質の向上をめざ

して、国保健診や 30歳代健診の受診
者増を目標として指標を設定 

1 歳 6 か月児健康
診査の受診率 95.8％ 95.8％ 100％ 

乳幼児健診は、疾病や障がいの早期発

見・早期治療のほか、虐待の早期発見・

早期対応や育児不安の軽減などを目的と

しており、受診率の向上が母子の健康の

保持増進につながることから指標に設定

病院・診療所・救急

医療などの医療環境

に関する満足度 
― 

 55.5 点 
(平成22年度) ↗ 

病院・診療所・救急医療などの医療

環境に関する満足度の向上を目的と

して、 
満足度の平均評価点を指標に設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 健康すいた 21（平成 18年度～平成 27年度、平成 22年度中間見直し改定） 
 吹田市食育推進計画（平成 22年度～平成 26年度） 
 第 2次吹田市地域福祉計画（平成 23年度～平成 27年度） 
 吹田市次世代育成支援行動計画 <後期計画>（平成 22年度～平成 26年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅰ－３ 男女共同参画

Ⅲ－２ 配慮が必要な子ども 
児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応に向けて、母子保健事業と関係機

関の取組との連携を強化します。 

Ⅱ－１ 高齢福祉 認知症高齢者の支援について、かかりつけ医の促進など医療との連携を行い

ます。 
Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－３ 地域福祉 

事例検討等を中心に、支援を要する人に効果的かつ包括的な支援を行うため

のネットワークづくりの推進を目的に開催している地域ケア会議等により、

保健・医療・福祉等の連携を強化します。 

Ⅲ－１ 子育て 保育所等関係機関と連携し、母子保健体制の充実を推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 学校教育との連携を進めるなど各年齢層に応じた健康づくりを推進します。

Ⅲ－６ スポーツ 健康づくりの支援について、生涯スポーツ事業と連携しながら取り組みます。
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まちのイメージ

（２）スポーツ活動プログラムの充実 

（１）地域のスポーツ活動の充実 

（３）体育・スポーツ施設サービスの充実 

（２）市民の生涯学習活動への支援 

（１）生涯学習環境の充実 

（３）家庭・地域・学校が連携した取り組

みの強化 

（２）青少年が安心して安全に活動できる

環境づくりの推進 

（１）青少年の社会性を育て、自立するた

めの支援 

（３）安心安全な教育環境の確保 

（２）グローバル化に対応したコミュニケ

ーション力の育成 

（１）総合的人間力の育成 

Ⅲ－６ 
 すべての市民が「いつで

も、どこでも、いつまで

も」スポーツに親しむこ

とができる、生涯スポー

ツ社会になっています

→P70 

Ⅲ－４ 
 青少年が安心して安全に

過ごし、出会いや交流を

通じて成長しています

→P66 

Ⅲ－５ 
 「いつでも」、「どこでも」、

「だれでも」生涯を通じ

て、主体的に学んでいま

す →P68 

Ⅲ－３ 
 学校・家庭・地域のつな

がりの中で、子どもたち

が自らの学びを高め、成

長しています →P64 

Ⅲ－２ 
 配慮が必要な子どもや親

が必要な支援を受けるこ

とができています →P62

Ⅲ－１ 
 安心して子育てができて

います →P60 

重点取組 

（２）働くことと育てることの両立への支援 

（４）健やかに生み育てる支援の充実 

（３）療育システムの充実 

（２）ひとり親家庭の自立支援の充実 

（１）児童虐待の防止 

（３）地域の子育て支援の充実 

（１）就学前の子どもに関する教育・保育の充実

＜基本方向＞ルートⅢ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

Ⅲ－１ 安心して子育てができています  ま ち の 

イメージ 将来を担う子どもたちの健全な人間形成のため、子育て・教育など多方面において地

域ぐるみの支援体制が整い、子育て世代が孤立することなく、安心して子育てしていま

す。 

 

１ まちの現状と課題  

 子どもや子育てをめぐる環境の変化が大きく、
安心して子どもを生み、育てることが難しくな

っているため、社会全体で支援していくことが

求められています。 

84

63

44
35

133

0

40

80

120

160

H21 H22 H23 H24 H25

（人）

待機児童数の推移

(年度)

 女性の社会進出が進む中、多様な勤務形態など
に応じた保育サービスの充実と、子育てと仕事

の両立を図るための施策が求められています。 

 核家族化やコミュニティの希薄化を背景とし
て、子育ての孤立感を抱える家庭が増加してお

り、家庭や地域での子育て力の低下や子ども同

士が交流を通じ、学び成長する機会の減少につ

ながっています。 出典：こども部データ

２ 重点取組と行政の役割  

（１）就学前の子どもに関する教育・保育の充実 

・質の高い幼児期の教育・保育を提供し、小学校教育へのより円滑な接続を実現するために、

幼稚園と保育所を一体的に運営する施設についての検討を進めます。 

（２）働くことと育てることの両立への支援 

・子育てと仕事の両立が図れるよう保育所の待機児解消に向けた取組や病児保育などを充実し

ます。 
また、雇用形態の多様化から生まれる様々な保育ニーズに対応する施策を推進します。 
・児童の就学後も安心して働ける環境の整備を進めます。 

（３）地域の子育て支援の充実 

・子育ての孤立感や不安感を軽減するため、保育所・児童館・子育て広場など地域における子

育て支援の拠点で、子育て世帯の交流、子育て相談、情報提供、育児の講習など必要な支援

が受けられる環境整備を図ります。 
・各地域の子育て支援にかかわる関係機関・団体が、取組の状況について相互理解を深め、地

域間・団体間の交流を図ることができるよう、ネットワークを強化し、より身近な地域での

子育て支援を協働して推進します。 

（４）健やかに生み育てる支援の充実  

・子どもを安心して生み育てる環境づくりの一環として、医療費助成を行うなど経済的な負担

の軽減に努めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
 
① 子育て世代向けの事業や講座への参加 
② 事業者・団体間の交流や連携により地域全体での子育て支援 
③ 子育てサークルなど交流の場を提供する市民の取組 
④ 仕事と子育ての両立への理解と子育てしやすい職場づくり 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

安心して子育てが

できる環境にある

と思う子育て世帯

の割合 

47.5％ 
57.8％ 

(平成22年度)

57.8％ 

以上 
少子化対策の指標として、子育てす

る環境が安心できると思う割合を

設定 

保育所待機児童数 
（各年度4月1日現在） 

42 人 44 人 0 人 

仕事と保育の両立のため、保育を必

要とする全ての児童の入所を目標

として指標を設定 

育児教室に参加し

ている親子数 3,164 組 3,485 組 4,000 組 子育ての孤立化の防止や地域にお

ける子育て支援の拡がりを測る指

標として設定 

 

５ 関連する分野別計画等   

 吹田市次世代育成支援行動計画<後期計画>（平成 22年度～平成 26年度） 
 吹田市就学前の子どもの教育・保育に関する将来ビジョン（平成 25年度～） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 
Ⅲ－２ 配慮が必要な子ども 
Ⅲ－３ 学校教育 

障がい児（者）の療育や教育、生活を切れ目なく支援できるよう連携を行いま
す。 

Ⅱ－４ 保健・医療 各種健診・指導など母子保健との連携を強化します。 

Ⅲ－２ 配慮が必要な子ども 
Ⅲ－３ 学校教育 

児童虐待、いじめ、障がい者虐待などの情報を共有し、暴力の根絶に向けた

連携を推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 就学前から小学校への円滑な接続を確保します。 

Ⅲ－４ 青少年 子どもの健全育成にあたり、青少年と子どもの交流など関連する施策との連

携を推進します。 

Ⅲ－６ スポーツ 幼児期からの「運動あそび」を通じて、心とからだの健やかな成長を促せる

ように、生涯スポーツ促進事業との連携を図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

 

Ⅲ－２ 配慮が必要な子どもや親が必要な支援を受けることができています ま ち の 

イメージ 療育や経済面などの必要な支援を受け、配慮を必要とする子どもや親が自立し、健や

かに成長しています。 

 
１ まちの現状と課題  

 近年、子どもと家族を取り巻く環境の変化に
より、配慮を必要とする子どもや家庭が増加

する傾向にあり、特に児童虐待やいじめとい

った子どもの尊厳と生命を脅かす事件が社会

問題となっています。 

120

158

279

407 404

0

100

200

300

400

500

H20 H21 H22 H23 H24

（件） 児童虐待相談件数

(年度)

 児童虐待相談件数は年々増加傾向で、内容も
多様化・複雑化していることから、早期発見・

早期対応とともに、子どもに関わる各関係機

関が連携を強化し、総合的に支援していくこ

とが求められています。 
 雇用の不安定な社会状況から生活の安定と自
立や子育ての支援を必要とするひとり親家庭

が多くなっています。 
 障害のある児童・幼児、支援を必要とする児
童・幼児が増えています。 

出典：こども部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）児童虐待の防止 

・吹田市児童虐待防止ネットワーク会議で、関係機関との情報交換や原因の把握と解消に向け

た対応方法を協議し、関係機関と連携して適切な支援を行います。 
・職員や関係者のスキルアップが必要であり、研修を実施するとともに、市民から未然防止に

つながる情報を得られるように市民への啓発や情報提供を行います。 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の充実 

・ひとり親家庭の就労に関する情報の提供や相談など自立に向けた支援を行います。 
・手当の支給や医療費の助成など必要な経済的支援を行います。 

 

（３）療育システムの充実  

・療育支援に関わる保健・医療・保育・福祉・教育などの関係機関の連携を強化し、早期発見、

早期療育の充実を図ります。 
・児童発達支援への対応として、児童発達支援センターの機能強化に努め、相談から療育支援

がスムーズに行えるよう療育システムの充実を図ります。 
・障がい児（者）への市民の理解を深めるために、情報提供に努め、啓発の取組を進めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 

 
①児童虐待の未然防止への理解と協力 
②子育て家庭を見守り、虐待の恐れがあると感じた場合の関係機関

への連絡 
③障がい児（者）への理解と交流 
 

４ 取組の目標  

 

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

児童虐待防止のた

めの相談件数 87 件 407 件 
407 件 

以上 
児童虐待は社会全体で解決すべき

問題であり、その意識の高まり状

況を把握するための指標として設

定 

ひとり親の就労相

談件数 64人 123人 150人 
就業に結びつきやすい資格・技術

の取得や就職に向けた自立促進の

状況を測るための指標として設定 

月あたりの障がい

児通所支援サービ

スの利用者数 
― 201 人 

420 人 

以上 

障がい児の社会参加の促進と、保

護者の負担軽減を図るため、利用

者数を指標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等   

 吹田市次世代育成支援行動計画<後期計画>（平成 22年度～平成 26年度） 
 第 3期吹田市障がい者計画（平成 23年度～平成 27年度） 
 第 3期吹田市障がい福祉計画（平成 24年度～平成 26年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅰ－３ 男女共同参画
Ⅱ－４ 保健・医療 
Ⅲ－１ 子育て 
Ⅲ－３ 学校教育 

児童虐待、いじめ、障がい者虐待などの情報を共有し、暴力の根絶に向け

た連携を推進します。 

Ⅱ－２ 障がい福祉 
Ⅱ－４ 保健・医療 
Ⅲ－１ 子育て 
Ⅲ－３ 学校教育 

障がい児（者）の療育や教育、生活を切れ目なく支援できるよう連携を行いま
す。 

Ⅱ－４ 保健・医療 
妊娠中からの訪問支援や乳幼児健診事業を通し、児童虐待の早期発見・発生予

防につなげます。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

Ⅲ－３ 学校・家庭・地域のつながりの中で、子どもたちが自らの学び

を高め、成長しています  

ま ち の 

イメージ 
安心安全で豊かな教育環境の中で、学校・家庭・地域が連携し、これからの時代を担

う子どもたちの思考力・判断力・表現力などの確かな学力、思いやる心・感動する心な

どの豊かな人間性、そして逞しく生きるための健やかな体（総合的人間力）が育まれて

います。 

１ まちの現状と課題  

 大阪府及び全国学力学習状況調査において、平均正答
率を上回っているものの、学習意欲や生活習慣等に課

題が見られます。 
 グローバル化が進む中、異なる文化を尊重する精神や
国際感覚を身につけた人材の育成が学校教育にも求め

られています。 
 いじめや不登校などの児童生徒を取り巻く様々な問題
や、老朽化する学校施設など、安心して学ぶ環境の整

備が必要です。 出典：平成 23年度大阪府学力・学習状況調査

２ 重点取組と行政の役割  

(１） 総合的人間力の育成  
・小中一貫教育実施プランを基に、児童生徒が確実に基礎・基本を身につけ、思考力・判断力・

表現力等を育むことができるよう、義務教育 9年間を見通したカリキュラムにより、魅力ある

授業づくりに取り組み、学力の向上を進めます。 

・小中の緊密な連携の中で、豊かな心と健やかな体を育む取組を学校教育活動全体を通じて進め

ます｡ 

・人権尊重の精神を大切にした教育活動を推進するとともに、障がいのある児童生徒及び配慮を

要する園児の社会参加、自立を実現する取組を進めます。 

・子どもたちの学びと育ちを豊かなものとするため、学校・家庭・地域のつながりの中で教育を

進めます。 

・就学前教育が小学校以降の生活・学習の基盤となるよう、小学校教育への円滑な接続をめざし

カリキュラムづくりを進めます。 

 (２）グローバル化に対応したコミュニケーション力の育成  

・グローバル社会を生き抜く子どもたちを育むために、地域や大学等と連携しながら、就学前か

ら１５歳までの一貫した英語力を育成します。 

・すべての児童生徒が、全教科における言語活動をはじめとする様々な教育活動を通じて、グロ

ーバル化する社会に対応できるコミュニケーション力を育成します。 

（３）安心安全な教育環境の確保  

・子どもや保護者が孤立することなく、悩んだときに相談できる環境を充実させます。 
・老朽化が進み、一斉に更新時期を迎える学校施設の改修を計画的に進めます。 
・地域と連携した児童生徒の防犯意識の向上など、地域とともに安心安全の教育環境づくりに取

り組みます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
① 児童生徒の学習意欲や学力向上を育む環境づくり 
② グローバル化に対応できる国際人を育む環境づくり 
③ 自分の考えをしっかりと伝えるなど児童生徒のコミュニケー
ション力を育む環境づくり 

④ 地域における児童生徒の防犯意識を育てる環境づくり 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

学校教育に関する 
満足度 ― 

51.5 点 
（平成22年度） ↗ 

学校教育に関する満足度の向上

を目的として、満足度の平均評

価点を指標に設定 

児童生徒の 
学習意欲 ― 吹田市 57%

全国値 64%

全国値を 

上回る 

学力学習状況調査で「学習意欲

の項目」の肯定回答の向上を目

的として指標に設定  

 
５ 関連する分野別計画等  

 わが都市（まち）すいたの教育ビジョン（平成 22年度～平成 31年度） 

６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

社会科等の学習内容に関連する市の施設を見学するなど、実際に体験する

ことにより、教育内容の充実を図ります。 
全  体 

今日的課題に対応するため食育、環境教育、国際理解教育など関係する施

策（取組）に応募・参加する等、連携を深める中で教育内容の充実を図り

ます。 

Ⅰ－２ 人権 人権教育を推進するための連携を図ります。 

Ⅰ―４ 文化 身近な文化に触れる機会を得ることで、文化を大切にする気持ちを醸成します。

Ⅰ－3 男女共同参画 
Ⅲ－1  子育て 
Ⅲ－2 配慮が必要な子ども

児童虐待、いじめ、高齢者虐待、障がい者虐待などの情報を共有し、暴力

の根絶に向けた連携を推進します。 

Ⅲ－１ 子育て 就学前から小学校への円滑な接続を確保します。 

Ⅲ－2 配慮が必要な子ども 障がい児の療育や教育、生活を切れ目なく支援できるよう連携を行います。

Ⅴ―５ 道路 
Ⅵ―２ 防犯 

児童生徒の安全を守るため、交通安全教育の実施や防犯意識を高める取組

等で連携を図ります。 

Ⅵ－１ 防災 吹田市地域防災計画に基づき、学校における防災教育を推進します。 

Ⅵ―３ 消防 避難訓練や救命入門コースの実施など、消防との連携を図ります。 

Ⅶ―３ 消費生活 消費生活に関する教育についての連携を図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

Ⅲ－４ 青少年が安心して安全に過ごし、出会いや交流を通じて成長し

ています  

ま ち の 

イメージ 
仲間づくりができる居場所づくり、それを見守り支援する家庭や地域、関係する団

体や機関のネットワークの構築、地域の教育力を向上する人材確保、人材の育成、ス

キルアップ等環境の充実により、青少年が、のびのびと成長しています。 

 
１ まちの現状と課題  

 価値観や生活スタイルの多様化、核家族
化が、市民の地域社会への帰属意識や連

帯感の低下を生み、地域活動への関心が

薄れています。 
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10月1日現在、ただし平成25年度は4月1日現在

※ 青少年人口（0歳～29歳）

総人口及び青少年人口の推移

青少年人口

総人口

 社会環境の変化により、職業観や就業形
態の多様化、親への依存の長期化など、

フリーターやニートと呼ばれる青少年

が増え、社会的自立が遅れています。 
 青少年団体の組織数や会員数が減り、地
域で異年齢の子どもたちが集団で遊ぶ

機会が減少しています。 
 携帯電話、インターネットの普及など、
情報化の進展により、情報機器を介した

青少年の犯罪など、新たな問題も生じて

います。 
出典：住民基本台帳データ 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）青少年の社会性を育て、自立するための支援 
・青少年の豊かな人間性や社会性を育むため、自然体験など様々な体験や学習の機会を提供

し、青少年の主体的な取組を支援します。 
・関係機関とのネットワークを強化し、不登校、引きこもりやニートなど、さまざまな課題

を抱える青少年の社会的な自立に向けた支援の充実を図ります。 

（２）青少年が安心して安全に活動できる環境づくりの推進 
 ・青少年が健やかに安心して安全に地域で活動できるよう、仲間づくりや居場所づくりを進

めます。 
・自然環境や人権教育、学習活動など青少年施設を有効に活用するとともに、施設間の連携

を図り、青少年の成長を支える環境を充実します。 
・青少年を様々な誘惑や犯罪から守るため、有害環境の浄化や問題行動・非行の防止に向け

た取組を進めます。 
（３）家庭・地域・学校が連携した取り組みの強化 
  ・地域全体で子どもを育てる意識を高めるため、家庭、地域、学校が連携し、青少年の成長

を支援する体制づくりを進めます。 
・青少年団体、青少年指導者の育成を推進し、地域での青少年活動の活性化を図ります。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①青少年育成活動で得た知識や技能を生かし、地域での青少年の成

長を育む取組への参加 
②学校・家庭・地域の連携による子どもを見守り育む環境づくり 

 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

青少年の育成に関

する満足度 ― 
49.4 点 

（平成22年度） ↗ 
青少年施策に関する満足度の向上

を目的として、満足度の平均評価点

を指標に設定 

青少年関連施設の

年間利用者数 
年間 

130,395 人 

年間 

276,864 人

年間 

300,000 人

地域における青少年の育成活動や

青少年の活動状況を測る指標とし

て設定 

 
 
５ 関連する分野別計画等   

 わが都市（まち）すいたの教育ビジョン（平成 22年度～平成 31年度） 
 吹田市次世代育成支援行動計画 <後期計画>（平成 22年度～平成 26年度） 

 
 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅲ－１ 子育て 子どもの健全育成にあたり、青少年と子どもの交流など関連する施策との連携を

推進します。 

Ⅲ－３ 学校教育 学校・家庭・地域のつながりの中で、青少年の健全育成の取り組みを推進します。
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

Ⅲ－５ 「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」生涯を通じて、主体的

に学んでいます  

ま ち の 

イメージ 
あらゆる年齢層の市民が生涯を通じて、それぞれの意欲や興味に応じた自発的・自主

的な学習活動を実践し、その成果を自分と社会に生かすことで生きがいを感じて暮らし

ています。 

 
１ まちの現状と課題  

 市民の価値観が多様化しています。 
誰もがいきいきと学び、個性や能力を伸

ばし感性を磨くことができる、より充実

した学習機会の提供など、こどもから高

齢者まであらゆる世代が参加・参画でき

る生涯学習環境が求められています。 
 地域における生涯学習の拠点となる地
区公民館、文化財を通して吹田の歴史等

を学ぶ博物館、情報の拠点となる図書館

など様々な生涯学習施設を有しています。 
こうした施設は、老朽化が進む中で、良

好な施設機能を将来にわたって確保して

いくことが必要となります。 
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出典：地域教育部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）生涯学習環境の充実 

・市民との協働で、生涯学習の講座の充実を図ります。 
・博物館における歴史文化の学びを通して吹田市を知ることなど、様々なテーマの講座や体験 
学習の充実に努め、生涯を通して学べる環境づくりに取り組みます。 
・多様な情報伝達手段を活用し、積極的な情報発信により生涯学習活動への市民の参加を促進 
します。 
・老朽化などの生涯学習施設の状況、社会的要請や地域のニーズを検証し、良好な施設機能の 
確保に努めます。 
・生涯学習施設間の相互連携とともに、大学等との連携を強化し生涯学習環境の充実を図りま

す。 

（２）市民の生涯学習活動への支援  

・地域のニーズに応じた多様な生涯学習の機会を提供できるよう、地区公民館の講座の充実を 
図ります。 
・資料・情報の提供と保存などの図書館活動を通じ、読書環境の整備と啓発に努め、市民の社

会的活動やこどもの成長に役立つよう、市民の生涯学習活動を支援します。 
・個人個人が持つ技能・経験・活動の生かせる機会や市民が生涯学習の成果を発表できる場づ

くりなど、市民による生涯学習活動を支援します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
 
①興味関心のある生涯学習講座等への参加 
②自らの学習成果を人に伝え拡げる取組 
③生涯学習を媒体とし、大学等との交流 
④公民館の文化祭などの学習活動を盛上げること 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

生涯学習に関する

環境の満足度 － 
50.6 点 

（平成22年度） ↗ 
生涯学習に関する環境の満足度の

向上を目的として、満足度の平均評

価点を指標に設定 

図書館資料の市民

一人あたり年間貸

出点数 
6.1 点 9.0 点 11.4 点 

自ら取り組む生涯学習の浸透度合

いを測る指標として設定 

地区公民館主催講

座の年間受講者数 53,312 人 48,028 人 
53,312 人 

を超える 

地域における生涯学習の活性度合

いを測る指標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等   

 わが都市（まち）すいたの教育ビジョン（平成 22年度～平成 31年度） 
 第 2次吹田市生涯学習推進計画（平成 18年度～） 
 吹田市子ども読書活動推進計画－改訂－（平成 25年度～） 
 吹田市立図書館基本構想（平成 25年度～平成 34年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－４ 文化 生涯学習環境の充実などに向け、大学との連携を推進します。 

Ⅱ－１ 高齢福祉 公民館等において高齢者の経験や知識を生かした生涯学習プログラムの充実を

図ります。 

Ⅲ－３ 学校教育 
資料提供や啓発など学校図書館への支援を通して、読書への関心を促進します。

図書館や博物館における学校教育の調べ学習への支援などを通して、学校教育に

寄与するとともに、こどもの生涯学習への関心を促します。 

全  体 あらゆる行政分野における今日的課題に対応できる出前講座になるよう、組織横

断的な連携を図り講座を企画します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅲ ともにつながり未来を拓く人づくりを進めるまち 

Ⅲ－６ すべての市民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ

に親しむことができる、生涯スポーツ社会になっています  

ま ち の 

イメージ 
子どもから高齢者まで、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、それぞれの体力に

ふさわしいプログラムで、生涯にわたってスポーツに親しみ、健やかでいきいきとした

生活をおくるとともに、人と人がつながり、元気で明るい地域社会が形成されています。

１ まちの現状と課題  

 市立の全小中学校と 5箇所の高等学校で、体育施設が市
民に開放され、地域の健康づくりや仲間づくりの場とし

て親しまれています。 
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 各種スポーツ指導者の高齢化が進んでいる中、さまざま
なスポーツを推進する人材の継続的な確保が必要です。 

 それぞれのライフスタイルに応じたスポーツに触れ合う
環境づくりが必要です。 

 体育施設においては、指定管理者制度の活用により、新
たな担い手による施設運営のノウハウを活かしたサービ

ス提供が期待されています。 
 市民がスポーツに親しめる環境として、市民体育館、ス
ポーツグラウンド、市民プールなど多様な施設を有して

いますが、老朽化が進んできており、将来にわたって良

好な施設機能の確保が必要となります。 

【主な事業】

・各種スポーツ教室、大会 ・指導者養成事業
・障がい者体育祭 ・市民体育祭

・地域スポーツ振興事業 ・学校体育施設開放事業

出典：地域教育部データ

２ 重点取組と行政の役割  

（１）地域のスポーツ活動の充実 

・各種競技スポーツ団体や地域スポーツ団体と連携・協力して、身近な場所で誰もが気軽にさまざ

まなスポーツに親しめる環境づくりに取り組みます。 
・地域スポーツ団体とともに、将来の地域スポーツを担う人材を育成し、地域住民が健やかでいき

いきと暮らせる地域づくりに取り組みます。 
 

（２）スポーツ活動プログラムの充実  

・身近な場所やスポーツ施設において、それぞれの体力や年齢、また目的に応じたプログラムの充

実に努めます。 
・各スポーツ団体と連携して、さまざまなスポーツを推進する指導者を養成し、そのスキルアップ

を図ります。 
 

（３）体育・スポーツ施設サービスの充実 

・情報媒体を活用した効率的な利用手続きとともに、情報提供を積極的に行い、体育施設の有効活

用や利用促進を図ります。 
・指定管理者制度の活用による運営管理をしている体育施設は、スポーツに親しめるまちづくりに

寄与するなどの施設の設置目的に沿った運営を確保し、指定管理者のノウハウが十分に生かされ

施設サービスの充実が図られるよう、マネージメントを行います。 
・安全性を確保し、誰もが安心して使える施設とするため、老朽化が進む施設について、市民ニー

ズや社会要請を検証する中で、計画的かつ戦略的な保全整備を行います。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
① スポーツ指導者による各種スポーツプログラムの提供 
② 地域でのスポーツ活動を拡げる取組 
③ 自分にあったスポーツ活動への参加 
④ 毎日継続的に体を動かすなど運動の習慣化 
⑤ スポーツを通じた仲間づくり 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

成人の週１回以上の

スポーツ実施率 24.6％ 
33.6％ 

（平成22年度）

50.0％ 

以上 

スポーツをする市民の数を増

やすため、週１回以上のスポー

ツ実施率を指標として設定 

スポーツに親しめる

環境の満足度 ― 
52.9 点 

（平成22年度） ↗ 
スポーツに親しめる環境の満

足度の向上を目的として、満足

度の平均評価点を指標に設定 

スポーツ活動の指導

者数（登録者数） 2,521 人 2,523 人 3,500 人 

スポーツ活動を拡げていくた

めの指導者養成を推進するこ

とを目的として指標を設定 

 
５ 関連する分野別計画等   

 わが都市（まち）すいたの教育ビジョン（平成 22年度～平成 31年度） 
 健康すいた 21（平成 18年度～平成 27年度、平成 22年度中間見直し改訂） 

 
 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅱ－１ 高齢福祉 
高齢者が健やかにいきいきと暮らせるようスポーツを通じて健康づくり、体力づ

くり、生きがいづくり、仲間づくりを推進します。 

Ⅱ－４ 保健・医療 
市民が心身とも健やかでいきいきとした生活が送れるように、保健事業との連携

を図ります。 

Ⅲ－１ 子育て 子どもの可能性を広げる幼児期からの「運動あそび」を通じて、心とからだの健

やかな成長を促せるように、子育て支援事業との連携を図ります。 
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Ⅳ－１ 
 限りあるエネルギーを大

切に使う意識が定着して

います 
→P74 

Ⅳ－２ 
 資源を大切にする社会シ

ステムが形成されていま

す 
→P76 

Ⅳ－３ 
 健康で快適な暮らしを支

える環境が保たれていま

す 
→P78 

（２）環境美化の推進 

（１）環境汚染防止対策の推進 

（３）排出者責任の確立と事業系ごみの減

量促進 

（２）多くの市民が参加しやすいリサイク

ルシステムの構築 

（１）発生抑制を優先する社会への転換 

（３）太陽エネルギーなど再生可能エネル

ギーの利用拡大 

（２）省エネルギー機器等の導入促進 

（１）エネルギーを大切に使う社会への転

換 

＜基本方向＞ 
ルートⅣ 健全で豊かな環境を守り引き継ぐまち 

（３）ヒートアイランド対策の推進 

重点取組 まちのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 73 - 



ルート 
(基本方向) 

Ⅳ 健全で豊かな環境を守り引き継ぐまち 

Ⅳ－１ 限りあるエネルギーを大切に使う意識が定着しています ま ち の 

イメージ 市民一人ひとりにエネルギーの使い方そのものを見直す節エネルギー意識が定着し、新

たなライフスタイルが広がります。 

また、限りあるエネルギーを有効に使う、持続可能な低炭素社会（※１）の実現に向け

て、再生可能エネルギー（※２）が積極的に活用されるとともに、省エネルギー技術が大

きく発展します。 

※１ 地球温暖化の原因となる温室効果ガス（主に二酸化炭素）の排出が少ない社会 
※２ 太陽光や風力のように一度利用しても、比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネル

ギー 
 
１ まちの現状と課題  

 東日本大震災による原発事故の影響を受け、エネルギ
ー需給のあり方に対する市民や事業者の意識が変化し

ています。 

0

100
200ﾝ)

300

400
500

(

千

ﾄ
-

600
C

O

2
 地球温暖化による気候変動により、世界各地で異常気
象や食糧不足などの環境問題が深刻化しており、私た

ちの身近な市民生活にも影響を与えています。 
H2 H19 H20 H21

(年度)

市域の温室効果ガス排出量

市域のエネルギー消費量の 
推移を示すグラフに差替え 

 
家庭部門 業務部門

 
 
２ 重点取組と行政の役割  

（１）エネルギーを大切に使う社会への転換 

・市民、事業者との連携・協働のもと、大学等との情報共有、ガイドライン等を活用した啓発など

をとおして、ライフスタイルや事業活動における節エネルギー行動を普及促進します。 
・市域のエネルギー多量消費事業者として、節エネルギー行動に率先して取り組みます。 

（２）省エネルギー機器等の導入促進 

・情報提供や啓発などをとおして、省エネルギー機器（例：LED電球）の普及促進を図ります。 
・公共施設での省エネルギー機器への改修・導入を進めます。 

（３）太陽エネルギーなど再生可能エネルギーの利用拡大 

・情報提供や啓発などをとおして、太陽光・太陽熱などによる再生可能エネルギーの普及促進を図

ります。 
・公共施設での再生可能エネルギー利用を進めます。 

３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①実践的な環境教育の推進 
②日常生活や事業活動での節エネルギー行動の実践 
③建物の断熱化、省エネ機器の導入 
④再生可能エネルギーの利用 
⑤環境マネジメントシステムの運用 
⑥エネルギー多量消費事業者間のネットワーク形成 
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４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

吹田市域の家庭部

門における年間エ

ネルギー消費量（市

民１人あたり） 

積算中 
（※３） 積算中 積算中 

節エネ・省エネ行動が日常生活で

進んでいることを示す指標として

設定 

吹田市域の業務部

門における年間エ

ネルギー消費量（従

業員１人あたり） 

積算中 積算中 積算中 

業務部門における省エネ・節エネ

行動の進ちょく状況と結果の検証

のための指標を設定 

公共施設における

再生可能エネルギ

ー導入件数 
5 件 30 件 50 件 

市の率先取組の進捗状況を図る指

標として設定 

 
※３ ＧＪ（ギガ・ジュール）：Ｊ（ジュール）はエネルギー（熱）量を表す単位。１気圧において１ｇの

水の温度を１℃上げるのに必要なエネルギー（熱）量は約 4.2Ｊに相当。Ｇ（ギガ）は 109。 
 
 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市第 2次環境基本計画（平成 26年度～平成 31年度） 
 吹田市地球温暖化対策新実行計画（平成 23年度～平成 32年度） 
 吹田市地域新エネルギー・省エネルギービジョン（平成 22年度～平成 32年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅲ－３ 学校教育 
Ⅲ－５ 生涯学習 

環境教育等促進法に基づき、地域や学校における環境教育の充実など教育施

策との連携を推進します。 

Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 

ごみの発生抑制、再使用、再生利用の取組やヒートアイランド対策における

節エネ・省エネの推進との連携を進め、エネルギーを大切にする意識の定着

を図ります。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
Ⅴ－２ 住宅 
Ⅴ－３ みどり 
Ⅴ－４ 交通 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 
Ⅴ－７ 下水道 

「吹田市環境まちづくりガイドライン（開発・建築版）」や吹田市環境まち

づくり影響評価条例の運用を通じて、住環境、交通環境、道路環境、水道・

下水道施設など環境に配慮した都市基盤の整備、緑化の保全や創出など、ま

ちづくりや緑化推進施策との連携を図ります。 

Ⅶ－１ 産業振興 地域産業活性化の一環として、環境マネジメントシステムの導入促進やグリ

ーン購入、グリーン契約の普及促進など企業支援施策との連携を図ります。
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ルート 
(基本方向) 

Ⅳ 健全で豊かな環境を守り引き継ぐまち 

Ⅳ－２ 資源を大切にする社会システムが形成されています ま ち の 

イメージ ごみの発生を抑制（リデュース）し、・再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）す

るという資源循環への意識がさらに高まり、地域レベルでの取組も広がっています。あわ

せて、大量生産、大量消費、大量廃棄が見直され、環境への負荷が少ない循環型社会(※)

へのさらなる転換が進んでいます。  

 
※ 資源の効率的な利用及び再生産を行い、持続可能な形で循環させながら利用していく社会 

１ まちの現状と課題  

◆ もったいない意識の市民への定着、事

業所の環境負荷低減行動の浸透や市

民、事業者、行政の協働の取組により、

ごみの排出量は減少傾向にあります。 87,785 84,189 81,595 80,413 80,613

47,418 44,541 42,684 41,404 39,265

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H19 H20 H21 H22 H23

ごみの年間排出量

家庭系ごみ 事業系ごみ
(年度)

◆ 循環型社会を実現するには、さらなる

取組として、市民、事業者、行政等が

廃棄物問題に関するそれぞれの知識

や経験を共有し、ごみの発生抑制（リ

デュース）、再使用（リユース）、再

生利用（リサイクル）の推進に関する

理解を深めることをとおして、ライフ

スタイルや事業活動を見直すことが

求められています。 

出典：環境部データ 
 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）発生抑制を優先する社会への転換 

・市民、事業者との連携を強化し、ごみ減量の意識を高めるための啓発・情報提供や環境教育の充

実を図るなど、ごみ減量の取組を展開します。 

（２）多くの市民が参加しやすいリサイクルシステムの構築 

・分別収集、拠点回収、店頭回収等、行政が市民に提供するリサイクル手段を拡充します。 
・ごみの 12種分別による排出ルールを市民全体に浸透させます。 
・自治会、地域でごみ減量やリサイクルに取り組む廃棄物減量等推進員との連携を強化し、地域リ

サイクル活動の活性化を図ります。 

（３）排出者責任の確立と事業系ごみの減量促進 

・ごみ減量マニュアル等を活用した減量指導や廃棄物管理責任者を通じた排出管理指導の強化を図

り、排出事業者としての責任意識を浸透させます。 
・公共施設におけるごみの減量行動を率先して実行します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①実践的な環境教育の推進 
②資源を大切にするライフスタイルへの転換 
③レジ袋削減・マイバッグ持参運動への参加 
④ごみの 12種分別の徹底 
⑤集団回収等の地域リサイクル活動への参加 
⑥再生品の消費促進 
⑦事業活動に伴うごみの分別排出の徹底 
⑧環境マネジメントシステムの運用 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

市民１人あたりの

ごみ排出量（１日） 1,092ｇ 927ｇ 786ｇ

 
ごみの発生抑制など資源循環の意

識の向上を目的として指標を設定
 

ごみの焼却処理量

（年間） 12 万 616t 10 万 3,802t ７万 9,352t

 
分別及びリサイクルの進み具合を

測る指標として設定 
 

13.9% 16.7% 24.2%リサイクル率 
（市の取組に伴う

資源化） 資源化量／ごみ排出量（集団回収量含む） 

破砕選別工場での資源化や集団回

収の進み具合を測る指標として設

定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市第 2次環境基本計画（平成 26年度～平成 31年度） 
 吹田市一般廃棄物処理基本計画（平成 18年度～平成 32年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅱ－１ 高齢福祉 
Ⅱ－２障がい福祉 

介護を必要とする高齢者や障がいのある方などへの生活支援を兼ねたごみ

収集の取組を進めています。 
Ⅲ－３ 学校教育 
Ⅲ－５ 生涯学習 

環境教育等促進法に基づき、地域や学校における環境教育の充実など教育施

策との連携を推進します。 

Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－３ 生活環境 

節エネや省エネ、環境美化の推進における取組との連携を進め、資源を大切

にする意識の定着を図ります。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
Ⅴ－３ みどり 
Ⅴ－４ 交通 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 
Ⅴ－７ 下水道 

落ち葉などの堆肥化、下水汚泥の肥料化や建設資材化など公園や道路管理、

下水道施策、環境に配慮した総合的なまちづくりとの連携を図ります。 
また、関連部局との連携により、水資源の有効利用と健全な水循環の推進を

図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅳ 健全で豊かな環境を守り引き継ぐまち 

Ⅳ－３ 健康で快適な暮らしを支える環境が保たれています ま ち の 

イメージ  事業活動や自動車交通がもたらす大気汚染や水質汚濁、騒音、振動など、環境汚染を防

ぐための継続的な取組により、健康で快適な暮らしを支える環境が守られています。 

 また、環境美化意識の高まりや、ヒートアイランド対策の充実により、暮らし続けたい

と思える生活環境が確保されています。 

 
１ まちの現状と課題  

 高度経済成長期に発生した公害問題は一定の解
決が図られつつありますが、現在は、自動車交

通等による大気汚染や事業活動による地下水汚

染についてそれぞれに新たな課題が生じていま

す。 
55.7 58.2 60.7
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H14 H18 H22

地域のごみがきちんと始末されているこ

とについての満足度

(年度)

(度)

 継続的な啓発により、環境美化に対する市民意
識は高まってきており、地域環境の改善が見ら

れますが、なお、たばこの吸殻等のポイ捨てや

違法な屋外広告物の掲出が見られ、地域環境に

影響を及ぼしています。 
 アスファルト舗装の整備、建物の高密度化等が
進む中、都市部の気温が周辺と比較して高い状

態になるヒートアイランド現象の影響により、

真夏日、猛暑日、熱帯夜の日数が増加していま

す。 

出典：吹田市市民意識調査

 
２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）環境汚染防止対策の推進 

・大気汚染、水質汚濁、騒音などの公害に対する監視と規制の充実を図り、環境汚染を防止します。 

 

（２）環境美化の推進 

・市民・事業者・団体と連携・協働して道路や公園などの公共空間の環境美化に取り組みます。 
 

（３）ヒートアイランド対策の推進 

・緑化、アスファルト対策など蓄熱への対策、節エネルギー・省エネルギーの推進等による人工排

熱への対策など、地域特性に応じたヒートアイランド対策を進めます。 
・開発や建築時におけるヒートアイランド対策の促進に向け、事業者への情報提供や誘導を行いま

す。 

- 78 - 



３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①実践的な環境教育の推進 
②公共交通の利用やエコドライブ、アイドリングストップなどの環境への配慮

③道路や公園などの公共空間の環境美化への協力 
④事業活動に伴う大気汚染物質、水質汚濁物質の排出削減などの公害防止対策

⑤化学物質の適切な管理の徹底 
⑥打ち水や緑のカーテンの設置、緑化などの実践 
⑦開発・建築事業におけるヒートアイランド対策 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 平成 18年
度 

平成 23年
度 

平成 32年度 指標の考え方 

環境目標達成率（環境目標達成地点数／総地点数） 

・大気（二酸化窒素） 0％ 75.0％ 100％ 

・騒音（一般環境） 58.0％ 80.0％ 100％ 
 
 
 
・水質（河川 BOD） 89.1％ 96.2％ 100％ 

環境汚染を防止し、市民の健康を守

るため、市が設定した環境目標値の

達成度合いを示す指標として設定 

環境美化推進重点地

区 2 地区 3 地区 14 地区 

不特定多数の人が行きかう公共の

場所等で環境美化に対する取組を

示す指標として設定 

熱帯夜の合計日数 48日 ― ↘ 
ヒートアイランド現象の影響を測

る指標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市第 2次環境基本計画（平成 26年度～平成 31年度） 
 
６ 他の施策との連携  

 
関連する施策 連携の内容 

Ⅲ－３ 学校教育 
Ⅲ－５ 生涯学習 

環境教育等促進法に基づき、地域や学校における環境教育の充実など教育施

策との連携を推進します。 

ヒートアイランド現象の緩和のため、街路樹の整備、芝生化など緑化推進施

策やアスファルト対策、節エネ・省エネの推進、総合的なまちづくりとの連

携を図ります。また、打ち水や水循環に関わる啓発など市民に身近な取組を

関連部局との連携で進めます。 

Ⅳ－１エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅴ－１ 都市整備・景観 
Ⅴ－２ 住宅 
Ⅴ－３ みどり 
Ⅴ－４ 交通 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 
Ⅴ－７ 下水道 

環境に配慮した交通環境づくりを進めていくため、交通環境、道路環境など、

まちづくり施策との連携を図ります。 
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Ⅴ－１ 
 暮らしを支える都市機能

が充実した魅力あふれる

都市が形成されています

→P82 

（１）適正な土地利用の誘導 

（２）都市基盤と市街地の整備 

（３）地域特性を生かしたまちづくりの推進 

（１）住まいのセーフティネットの形成 Ⅴ－２ 
 住みたいまちに選ばれる

安心で良質な住まいづく

りが進んでいます 
→P84 

（２）住まいの安心安全の確保 

（３）魅力ある住環境づくり 

Ⅴ－３ 
 みどりが保全・創出・活

用され、市民に親しまれ

ています 
→P86 

（１）市民参加・協働によるみどりのまち
づくり 

（２）安心して利用できる公園管理 

Ⅴ－４ 
 自動車に過度に依存しな

い交通環境整備が進んで

います 
 →P88 

（１）交通環境の整備 

（２）交通バリアフリーの促進 

＜基本方向＞ 
ルートⅤ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

（３）みどりの保全と創出 

（３）公共交通の利用促進 

Ⅴ－５ 
 誰もが安全で快適な道路環

境整備が進んでいます 
 →P90 

（１）道路施設の整備、更新 

（２）歩行者、自転車等の安全で快適な交

通の確保 

（３）交通マナー向上等の啓発活動の実施 

Ⅴ－６ 
 安定した安心安全の水道が

利用できています 
 →P92 

（１）安心でおいしい水の供給 

（２）安定した水道システムの確立 

（３）市民とともに守り育む地域の水道 

（１）老朽化施設の改築・更新・耐震化 

（２）浸水被害の軽減 

（３）再資源化の推進 

Ⅴ－７ 
 下水道施設が計画的に整備

され安心安全快適な暮らし

ができています 
 →P94 

重点取組 まちのイメージ 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－１ 暮らしを支える都市機能が充実した魅力あふれる都市が形成され

ています 

ま ち の 

イメージ 
市民が安心して快適に暮らしていくために必要な都市基盤の整備や更新が進み、適切な

土地利用のもと環境や景観に配慮した魅力的な市街地が形成されています。 

 
１ まちの現状と課題  

 成熟した市街地をもつ本市では、さら
なる都市機能の充実や防災性の向上

に向けて、適切な土地利用の誘導を図

るとともに、既成市街地の再生や拠点

市街地の整備などを図ることが必要

です。 

市街地（一般

市街地、商業

業務地、工場

地など）, 
2,285.7, 63%

普通緑地（公

園・緑地、運

動場、社寺な

ど）, 741.2, 
21%

農地（田、

畑）, 69.0, 2%

その他（道

路・鉄軌道

敷、山林、水

面など）, 
515.1, 14%

土地利用の現況(平成22年)

(ha)

 道路、公園、水道、下水道などの都市
基盤について、その整備や、老朽化し

た施設の更新が必要です。 
 市民、事業者、行政などの協働により、
地域ごとの特性を生かしたまちづく

りを進めていくことが必要です。 

出典：都市計画基礎調査 
 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）適切な土地利用の誘導 

・土地の合理的な利用を図るため、用途地域などの様々な制度により土地利用の誘導を図ります。 
・開発事業に際しては、周辺環境と調和するよう誘導に努めます。 
 

（２）都市基盤と市街地の整備 

・市民が安心して快適に暮らせるよう、災害に強く、環境や景観に配慮した市街地の形成をめざし

ます。 
・既成市街地の再生や拠点市街地での都市機能の集積を図るなど良好な市街地空間の形成をめざし

ます。 
・道路、公園、水道、下水道など、都市活動を支える都市基盤について、計画的な整備・更新を進

めます。 
 

（３）地域特性を生かしたまちづくりの推進  

・地域の様々な特性に応じたきめ細やかなまちづくりを推進します。 
・まちづくりに関する様々な情報の提供や専門家の派遣など、市民主体のまちづくりを支援しま 
す。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①身近な地域のまちづくりに関する情報などの把握 
②土地利用や都市基盤整備などに関する計画づくりへの参画 
③地域特性に応じたルールづくりなど、自主的なまちづくり活動へ

の参画 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度 指標の考え方 

住み続けたいと思

う市民の割合 64.3％ 
66.2％ 

（平成22年度）
80.0％ 多くの市民が住み続けたいと思うま

ちづくりをめざして、指標を設定 
まちなみが美しい

と感じる市民の割

合 
49.7％ 

57.2％ 
（平成22年度）

70.0％ 
多くの市民が、まちなみが美しいと

感じる景観に配慮したまちづくりを

めざして、指標を設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市都市計画マスタープラン（平成 16年度～概ね 20年先） 
 吹田市景観まちづくり計画（平成 19年度～平成 32年度） 
 千里ニュータウン再生指針（平成 19年度～終期設定なし） 

 

６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 

都市の低炭素化やヒートアイランド現象の緩和など、環境に配慮した市街地の

形成について連携を図ります。 

Ⅴ－３ みどり みどりの保全や創出などの施策と連携し、良好な景観の形成を図ります。 

Ⅴ－２ 住宅 
Ⅴ－３ みどり 
Ⅴ－４ 交通 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 
Ⅴ－７ 下水道 

各施策と連携し、都市活動を支える都市基盤の計画的な整備・更新を進めます。

Ⅵ－１ 防災 
Ⅵ－３ 消防 災害に強い市街地の形成に向けた施策について連携を図ります。 

Ⅶ－１ 産業振興 
地域の魅力ある商業地づくりなどの産業振興施策と連携し、適切な土地利用の

誘導や拠点市街地での特性に応じた整備・保全を図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－２ 住みたいまちに選ばれる安心で良質な住まいづくりが進んでいま  

    す 

ま ち の 

イメージ 
暮らしの安全を守る良質な住宅をライフステージに合わせて安心して選び、住み続ける

ことができる魅力あるまちづくりが進められています。 

 
１ まちの現状と課題  

 公的住宅の供給においては、少子高
齢化の進行をはじめとする社会情

勢の変化に柔軟に対応し、多世代が

居住できる仕組みづくりが求めら

れています。 

 暮らし続けるために不可欠な自身
の住まいの安心安全について、理解

を深め適切な対策を行うことが必

要です。 

 環境負荷の低減、建築コストの削減、
まちなみの継承などの観点から、住

宅ストックの活用を進めていくこ

とが重要です。 

22.6%

21.9%

22.9%

21.2%

17.0%

16.6%

23.3%

25.9%

1.6%

1.5%

1.9%

1.4%

28.0%

34.1%

29.8%

30.6%

15.7%

15.4%

13.6%

13.7%

10.6%

6.6%

6.2%

3.6%

4.6%

3.8%

2.2%

3.6%

0 50 100 150

H5

H10

H15

H20

千戸吹田市の住宅タイプ別割合の推移

持家一戸建 持家共同

（分譲住宅等）

民営借家一戸建

民営借家共同

（賃貸マンション等）

公的借家 給与住宅

（社宅等）

出典：住宅・土地統計調査 
 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）住まいのセーフティネットの形成 

・低額所得者や高齢者など、住宅の確保に困っている人に対して住宅を供給する、公的住宅の役割

を果たします。 
・市営住宅の供給にあたっては、民間住宅の借上げなどによって既存の資産や民間の活力を有効に

活用しながら、計画的な保全更新を図ります。 
・公的住宅の供給主体と連携し、住まいのセーフティネットを形成します。 

（２）住まいの安心安全の確保 

・既存民間住宅の耐震化やバリアフリー化により、暮らしの安心安全の確保を促進します。 
・高齢者向け住宅の整備を促進します。 
・高齢者や障がい者、ひとり親世帯などが円滑に入居できるよう情報提供を行います。 

（３）魅力ある住環境づくり 

・分譲マンションの円滑な管理運営のための情報提供や管理相談など、市民の自主的な活動に対す

る支援を行います。 
・公的住宅の建替えなどに際しては、地域コミュニティに配慮した施設の整備などに努め、コミュ

ニティ機能を高めます。 
・環境共生住宅や次世代エネルギー基準適合住宅など、社会的要請に対応した住宅の普及を図りま

す。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①住宅の耐震性の把握と安全性の確保 
②高齢者向け住宅の整備、流通と登録 
③良質な住宅資源の形成と住宅ストックの長期活用 
④住民による主体的な住環境づくり 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

借上型市営住宅管

理戸数 37 戸 55 戸 150 戸 

住宅セーフティネットの形成におけ

る民間資産活用の進ちょくを測る指

標として設定 

高齢者が安心して暮

らせる住宅やサービ

スが整っていると思

う市民の割合 

－ 
 21.7％ 

（平成24年度）

21.7％ 

以上 

高齢者が安心して暮らせる環境とし

ての住宅サービスの有効性を測る指

標として設定 

マンション管理組合

ネットワーク参加組

合数 
－ 32 団体 100 団体 

住民による自主的な住環境づくりの

活動を測る指標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市住宅マスタープラン（吹田市住生活基本計画）（平成 23年度～平成 32年度） 
 吹田市公営住宅等長寿命化計画（平成 23年度～平成 32年度） 
 千里ニュータウン再生指針（平成 19年 10月～終期設定なし） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅱ－１ 高齢福祉 高齢者が安心して日常生活を送ることができる高齢者向け住宅の供給を促進す

るなど、安定的な居住の確保を支援します。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 まちなみの保全や良好な景観の形成に寄与した公的住宅を整備します。 

Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－３ 生活環境 

市営住宅の整備において環境に配慮した住まいのモデルとなるべく積極的な環

境対策に取り組むとともに、環境負荷の低い住まい方や省エネルギー型設備の

導入などに向けた啓発を行います。 

Ⅵ－１ 防災 地震による建物の倒壊や損壊による被害を最小限に抑えるため、住宅の耐震化

を進めます。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－３ みどりが保全・創出・活用され、市民に親しまれています ま ち の 

イメージ 公園や緑地などのみどりが保全・創出・活用され、豊かなみどりと親しむことができ、

また、人と人、人と自然がつながり、やすらぎを感じています。 

 
１ まちの現状と課題  

 全市域の市街化がほぼ完了している中で
みどりは都市環境の骨格を形成するとと

もに地域に潤いをもたらすものとしてま

ちの魅力の大きな要因となっています。 

「緑」を

もっと

増やして

欲しい, 
28.1

今ある

「緑」を

守ってほ

しい, 30.6

今ある

「緑」を

適切に維

持管理

し、

質を充実

してほし

い, 35.5

その他, 
1.8

不明, 4

今後の吹田市の「緑」に望まれる方向性

 市民にとって日常的な憩いの場として公
園・緑地は貴重な空間となっています。 

 今ある公園施設を有効に利用するため、効
率的で安全な維持管理を進めていく必要

があります。 

 住宅地で育まれてきたみどりを将来へ残
していくこと、また公共や民有のスペース

を活用してみどりを生み出すことなど、市

民・事業者・行政がそれぞれの役割を分担

しながら連携してみどりのまちづくりを

進めていく必要があります。 
資料：第２次みどりの基本計画 市民アンケート調査（H21）より

２ 重点取組と行政の役割  

（１）市民参加・協働によるみどりのまちづくり 

・ボランティア団体同士のつながりができるような仕組みづくりや、花とみどりの情報センターを

活用して緑化活動の人材育成に取り組むなど、みどりのまちづくりを協働で進めます。 
・計画から維持管理まで様々な場面で市民参加・協働に取り組み、地域住民のニーズや社会要請に

配慮した公園・緑地の整備を図ります。 

（２）安心して利用できる公園管理 

・安心して公園が利用できるよう、遊具などの施設点検を強化し安全対策に取り組みます。また、

公園施設の計画的な修繕、更新を実施することで効率的で安全な維持管理を行います。 
・公園利用のマナーについての啓発を行います。 

（３）みどりの保全と創出 

・みどりの機能や連続性を高めるため、公園・緑地を積極的に守るとともに、大学や住宅地などに

残る豊かなみどりについても連携して保全する取り組みを行うなど、今ある貴重なみどりを次世

代へ継承します。 
・より多くのみどりを市民が体感できるよう、公共施設への緑化を重点的に行うとともに、樹木等

保護制度を活用した古木・大木の保全や、助成制度を充実させることで、住宅地での生垣設置や

壁面緑化などの立体的な緑化を促進します。 
・公園・緑地を確保するなど、開発事業者に対して事業地内で豊かなみどりを確保するよう指導や

誘導を行います。 
・都市における農地などの貴重なみどりは、保全を図るとともに市民の自然と触れ合う場としての

活用を図ります。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

みんなで取り組み 

ませんか！ 

①自然や人のつながりを大切にする豊かな心と感性を育む 
みどりのまちづくり活動などに参加する 
②公園の利用マナーを守り、施設を大切に使う 
③花やみどりに関心を持つ 
 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

緑あふれる未来ｻ

ﾎﾟｰﾀｰ制度登録団体 6 団体 60 団体 75 団体 

市民が公園に愛着を感じ、身近に感

じることができるように、市民自ら

が公園の管理に取り組む制度への登

録を増やすことを目的として指標を

設定 

公園・緑地の利用

しやすさの満足度 62.1 点 
60 点 

（平成22年度） ↗ 
公園緑地の利用しやすさの満足度の

向上を目的として、満足度の平均評

価点を指標に設定 
木々や草花などの

緑が多いのでまち

に愛着や誇りを感

じる市民の割合 

55.3％ 
59.5％ 

（平成22年度） ↗ 
できるだけ多くの市民が、緑が多い

のでまちに愛着や誇りを感じること

をめざして、指標を設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市第２次みどりの基本計画（平成 23年度～平成 37年度） 
 吹田市第２次環境基本計画（平成 21年度～平成 30年度） 
 吹田市景観まちづくり計画（平成 19年度～平成 32年度） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 

・大規模な公園・緑地などを環境教育・学習の場として利用できるよう、動植物

の生息・生育環境を保全し、生き物とのふれあいの場を確保します。 
・ヒートアイランド現象の緩和につながる緑化や透水性舗装を行うなど、環境に

配慮した整備を行います。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
・保護樹木・保護樹林の指定を拡大するとともに、「景観重要樹木」の指定につ

いて連携するなど、身近な場所における緑化を進め、潤いのある良好なみどりの

都市景観を形成します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－４ 自動車に過度に依存しない交通環境整備が進んでいます ま ち の 

イメージ 交通結節点等での公共交通機関の利便性や安全性、快適性の向上により、多くの人が公

共交通を利用しています。 

 
１ まちの現状と課題  

 高齢化の急速な進行や地球環境問題が深刻化する中で、公共交通施設等のバリアフリー化や自動
車に過度に依存しないことなど、将来を見据えた交通環境への転換が必要です。 

 高齢化が進む中で、利用者ニーズの変化や丘陵地形など地域の特性を踏まえた、公共交通のより
きめ細かな取組みが必要です。 

 公共交通のより一層の利用促進を図るためには、駅周辺等の安全性の確保と公共交通を利用しや
すい環境を整えることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※二輪（自転車、原付・自動二輪車） 

出典：大阪府における人の動き 

平成 22 年(2010 年) 第５回近畿圏パーソントリップ調査集計結果から 

平成 24 年(2012 年)12 月 大阪府都市整備部 

 

２ 重点取組と行政の役割                           

 

（１）交通環境の整備 

・誰もがわかりやすい公共交通機関の乗り継ぎにおける情報提供など、駅周辺等における利便性、

安全性、快適性の向上を推進します。 
・放置自転車対策や自転車駐車場の整備など、駅周辺等における公共交通の利用環境の改善を進め

ていきます。 

（２）交通バリアフリーの促進 

・鉄道駅など公共交通機関にかかわる施設等のバリアフリー化への支援を行います。 
 

（３）公共交通の利用促進 

・コミュニティバスなど地域の公共交通の利用促進を図り、地域の実情に応じたきめ細かな公共交

通環境をめざします。 

- 88 - 



３ 市民・事業者・団体の取組                         

  
 
 
 

 

 

 

 

 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①なるべく環境負荷の少ない地域公共交通を利用 
②みんなが使いやすい交通環境を意識し、心のバリアフリーへの 
意識の向上 
③役立つ情報の提供など乗客へのサービスの向上 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

鉄道・バスなど公

共交通網の便利さ

の満足度 
69.3 点 

65.4 点 
（平成22年度） ↗ 

鉄道・バスなど公共交通網の便利さ

の満足度の向上を目的として、満足

度の平均評価点を指標に設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市地域公共交通総合連携計画 
 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 
Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 

自家用車から公共交通への転換による CO2（二酸化炭素）の排出抑制を図りま
す。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
地域の実情に応じたきめ細かなサービスとして、地域の公共交通環境を充実

させることにより、交通結節点の強化や地域間の連携を図ります。 

Ⅴ－５ 道路 駅前広場を含めた交通結節点における道路施設の整備により公共交通利用者の

利便性、安全性等が向上されます。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－５ 誰もが安全で快適に利用できる道路環境整備が進んでいます ま ち の 

イメージ 道路施設の計画的な整備や更新等により、広域的な道路網の形成や、安全で機能的な移

動空間が確保されています。 

また、生活関連経路等の歩道等の利便性及び安全性が向上し、誰もが安心して移動して

います。 

   
１ まちの現状と課題  

 都市計画道路の未整備区間により、機能的な移動空間が確保されていない区間があります。 
 生活関連経路等(※)、生活道路においては、歩行者の安全確保が緊急の課題となっています。 
 老朽化した道路施設の計画的な改築更新をはじめ長期的な視点にたった、交通機能の強化や
維持が必要です。 

 歩道における歩行者との自転車との混在や自転車利用者のマナーが問題となっています。 
※生活関連経路等とは、旅客施設を含む生活関連施設（高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活におい

て利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設など）相互間を結ぶ経路のうち，特に重点的にバリアフリー

化を図るべき経路。 

■生活関連経路等整備状況

1 江坂地区 3.0 1.47 49.0%

2 山田地区 3.9 3.43 87.9%

3 吹田・豊津地区 8.6 6.62 77.0%

4 桃山台地区 1.6 0.60 37.5%

5 千里山・関大前地区 0.6 0.00 0.0%

6 南千里地区 4.7 1.01 21.5%

7 岸部地区 2.0 0.14 7.0%

8 北千里地区 4.9 2.40 49.0%

9 万博公園周辺地区 1.4 1.10 78.6%

30.7 16.77 54.6%

※上表の数値は、吹田市道と大阪府道を合わせたものであります。

合計

平成24年度(2012年度)末現在

重点整備地区名
計画延長

(km)

整備済延長

(km)
整備率

 

２ 重点取組と行政の役割                            

 

（１）道路施設の整備、更新 

・路線の選択による都市計画道路の効果的な整備を図ります。 
 ・老朽化した道路施設の計画的、効果的な改築更新を図ります。 

（２）歩行者、自転車等の安全で快適な交通の確保 

・生活関連経路等の歩道等のバリアフリー化整備を進めていきます。 
・生活道路等では歩行者が安心して移動できる歩行空間の確保や安全対策を進めていきます。 
・自転車利用者に対する利用環境整備を進めていきます。 

（３）交通マナー向上等の啓発活動の実施 

・交通安全教育等の講習等を実施し、歩行者や自転車利用者のマナーの啓発を行います。 
 ・高齢者、障がい者等の施設の利用を妨げないこと等の心のバリアフリーの意識啓発を行います。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①高齢者、障がい者等が使いやすい道路施設を意識した心のバリア

フリーの意識の向上 
②交通ルールを守り、マナーの向上 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

道路の整備状況の

満足度 
54.1 点 

（平成22年度） ↗ 

道路の整備状況の満足度の向上を目

的として、満足度の平均評価点を指

標に設定 
歩行者にとっての

道路の安全性の満

足度 

52.5 点 

※ 
44.4 点 

（平成22年度） ↗ 

歩行者にとっての道路の安全性の満

足度の向上を目的として、満足度の

平均評価点を指標に設定 
※平成 18年度は「道路や歩道の整備状況」として調査した数値 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市都市計画マスタープラン（平成 16年度～概ね 20年先） 
 バリアフリー基本構想、道路特定事業計画（平成 20年度～事業終了まで） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅲ－３ 学校教育 交通事故防止の啓発として、主に小学生を対象に交通安全の基礎知識や安全な歩

き方、自転車利用の交通安全教育を実施します。 
Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 

道路施設の整備や更新時において、環境に配慮したリサイクル製品の採用や透水

性舗装によるヒートアイランド対策などを図ります。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 各主体による都市基盤整備の推進について連携します。 

Ⅴ－４ 交通 駅前広場を含めた交通結節点における道路施設の整備により公共交通利用者の

利便性、安全性等が向上します。 
Ⅴ－６ 水道 
Ⅴ－７ 下水道 道路施設の整備や更新時において、他の都市基盤施設と連携を図ります。 

Ⅵ－１ 防災 
道路施設については、災害時における避難路や延焼遮断帯としての機能など重要

な役割を担っていることから、整備や更新時においては、周辺環境に配慮しなが

ら効果的な整備を図ります。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－６ 安定した安心安全の水道が利用できています ま ち の 

イメージ 安全な水を安定的に供給することで、水道水を安心して利用しています。 

 
１ まちの現状と課題  

 施設・管路の経年化が進む
中、将来にわたり安定した

水道水の提供が必要です。 

 市民生活を支えるライフ
ラインとして、地震災害時

のリスク軽減など、災害に

強い仕組みづくりが必要

です。 

災害対策の充実を図ります。災

害時には給水車も出動します。

 利用者が安心できる、地域
の水道としての取組が必

要です。 

 

２ 重点取組と行政の役割                            

 

（１）安心でおいしい水の供給 

・水安全計画を推進し、水源から蛇口までの一貫した水質管理を強化します。 
・健康を害する恐れがある鉛溶出をなくすため、鉛製給水管の解消を推進します。 
・集合住宅における直結給水を推進するとともに、貯水槽水道の適正管理について啓発します。 

 

（２）安定した水道システムの確立 

・施設・管路の経年化が進む中、長期的視点に立って計画的な耐震化・

更新に取り組みます。 
・淀川表流水に対する複数水源として、地下水活用の技術を生か

し、地下水源の更なる保全・確保を図ります。 
・南北の拠点配水施設を中心とした施設の再構築を行い、災害時

のリスクを軽減・分散します。 
・危機管理・環境面から、地形を生かす自然流下を基本とした送

配水システムを構築します。 

計画最終段階で時点修正のグラフにします 

 

（３）市民とともに守り育む地域の水道 

・目的や対象の明確化、ニーズにあった情報提供など、広報・広聴活動の充実を図ります。 
・省エネルギーや再生可能エネルギーの活用など、環境に配慮した事業を推進します。 
・地域の防災訓練や環境保全活動など、市民との協働による取組を進めます。 
・ サービスの充実、人材の確保と技術の継承、効果的・効率的な事業運営など、将来にわたり安

定した経営基盤を構築します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ① 水道施設や管路工事の必要性についての理解・協力 
② 淀川表流水に対する複数水源としての本市の地下水は、危機管

理・災害対策の上から重要であり、一緒に守り育むこと 
③ 「蛇口から直接水を飲む文化」を将来にわたり継承し育むた

め、水道水を飲み、水道水に親しんでいただくこと 
④ 学校や地域において、水道についての理解 
⑤ 地域の自主防災組織が行う防災訓練における給水活動への参
加・協力 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

－ 29.9% 50.0% 
基幹管路の耐震化率 

基幹管路（導送水管及び配水本管）の内 
耐震化された管路の割合 

安心安全の水道として、耐震化率の

向上を目的として指標を設定 

21.3% 18.3% 23.0% 
地下水比率 

総配水量に占める地下水量の割合 

地下水の保全・確保を図り、災害リ

スクを軽減するため、地下水比率の

向上を目的として指標を設定 

75.4% 
(平成 19年度) 

97.4% 
97.4% 

以上 
水道水の安心度 

アンケートにおける「水道水を安心して利用している

割合」 
安心安全の水道として、安心度の向

上を目的として指標を設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市水道施設マスタープラン（平成 24年度策定、21世紀半ばの水道の将来像） 

 すいすいビジョン 2020～吹田の水標
みずしるべ

～（平成 22年度～平成 32年度） 

 第 2次上水道施設等整備事業（平成 22年度～平成 32年度） 
 

６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅲ―３ 学校教育 
校外学習での浄水所見学や水道出前授業など、学校教育と連携することで、水

道水に対する理解を深めるとともに、水循環の一端に触れる中で環境教育に役

立てます。 
Ⅳ－１ エネルギー 

Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 
Ⅴ－７ 下水道 

水資源の有効利用と健全な水循環の推進を連携して進めるとともに、環境に配

慮した事業運営を進めます。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－７ 下水道 

道路掘削・復旧にかかる連絡調整など、都市基盤整備を連携して進める中で、

経年化が進む水道施設や管路の更新・耐震化を推進します。 

Ⅵ－１ 防災 地域の防災訓練に協力し、給水活動を行うなど、防災施策の一端を担います。
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ルート 
(基本方向) 

Ⅴ 誰もが将来にわたって快適に暮らせるまち 

Ⅴ－７ 下水道施設が計画的に整備され安心安全快適な暮らしができてい 

ます 

ま ち の 

イメージ 
下水道施設の建設・改築・更新や耐震化を計画的に進めることにより、大規模な地震時

や大雨に対する安全性が高まり、安心で快適な生活を送っています。 

 

１ まちの現状と課題  

 下水道施設の老朽化に対して改
築・更新・耐震化を計画的に進

め、道路陥没などを未然に防止

していくことが必要です。 

 浸水被害を軽減するため、雨水
管渠等の雨水施設の整備を計画

的に進めていくことが必要です。 

 河川事業との連携を図りながら、
雨水の流出を抑制する貯留施設

や雨水浸透施設の整備を進めて

いくことが必要です。 

0
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累積延長（ｍ）施工延長（ｍ）

年

下水道管渠の種類別・年度別延長

 

 

 

 

 

 

出典：平成 24年度実施計画調書より 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）老朽化施設の改築・更新・耐震化 

・下水道施設の適正な維持管理と長寿命化計画を基にした老朽化施設・設備の計画的な改築・更新・

耐震化を進め、安心で安全な下水道施設の維持に努めます。 
 

（２）浸水被害の軽減 

・下水道未整備地域の解消に努めるとともに、市域南部などにおける浸水対策事業を始めとした雨

水施設の整備を進め、減災に努めます。 
・雨水の流出を抑制する貯留施設や雨水浸透施設の設置を進めます。 
 

（３）再資源化の推進 

・下水汚泥の資源化などを推進し、循環型社会を支えるための基盤整備に努めます。 

・高度処理水の利用や、家庭や公共施設等での雨水貯留による雨水利用の推進により、身近な環境

への配慮に努めます。 

50,0

ヒューム管 陶管 塩ビ管 その他 累計（布設後50年超）

施工後５０年を超える管渠の累積延長

管渠施工延長合計：約７６０km
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①市民との協働による浸水防除（土のうを配布し自助・公助の浸水

対策） 
②市民・事業者などの雨水貯留タンクの利用促進（設置者への助成）

③開発に伴う雨水貯留槽や雨水浸透マスの設置への協力 
④水循環や環境教育に関するイベントの参加による事業者等との

連携、学校・地域における下水道の PR 
⑤散水や打ち水など処理水の積極的な再利用 
⑥震災時などに施設が被災した場合の復旧作業協力

 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

10 年確率降雨に対
応した下水道雨水

対策整備率 
（約 50㎜/時） 

39.9% 50.4% 70.0% 

浸水被害の軽減を図るため、計画面

積に対する雨水対策の整備率向上を

目指す指標を設定 

下水処理水の高度

処理普及率 36.1% 45.7% 
45.7% 

以上 

放流水質の向上のため、計画的な整

備を進めている高度処理の人口割合

に対する普及率向上を目指す指標を

設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市第２次環境基本計画（平成 21年度～平成 31年度） 
 安心安全の都市（まち）づくり推進計画（平成 21年 3月～終期設定なし） 

 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅲ－３ 学校教育 校外学習での施設見学など学校教育と連携を行い環境教育に寄与します。また、

下水道事業の PRに役立てます。 
Ⅳ－１ エネルギー 
Ⅳ－２ 循環型社会 
Ⅳ－３ 生活環境 
Ⅴ－６ 水道 

下水汚泥の肥料化・建設資材化や散水・打ち水によるヒートアイランドの緩和、

雨水浸透により地球へ水を返す水循環の推進など、様々な環境施策との連携を

図ります。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 
Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 

都市全体を見据えた基盤整備の計画に基づき事業を進めます。また、道路排水

や地下埋設物等に関して連携に努めます。 

Ⅴ－５ 道路 
Ⅴ－６ 水道 

施設の老朽化対策や耐震化など共通する課題に対し、効率的に取り組んでいき

ます。 

Ⅵ－１ 防災 防災に向けた取組や施策について、連携を図っていきます。 

- 95 - 



 
 

- 96 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅵ－１ 
 防災への備えをはじめ危

機管理体制が確立してい

ます 
→P98 

Ⅵ－２ 
犯罪が少なく安全で安心

して過ごしています 
→P100 

Ⅵ－３ 
備えと予防ができており

安心できる消防体制が確

立しています 

→P102 

＜基本方向＞ 
ルートⅥ 支え合いと備えで安全に暮らせるまち 

重点取組 

（３）地域防災力の向上 

（２）市民協働による防災対策 

（３）火災予防の推進 

（２）救急体制の整備充実 

（１）消防体制の整備充実 

（１）防犯体制の充実 

（２）防犯環境の整備 

（３）防犯意識の高揚 

（１）危機管理体制の充実 

まちのイメージ 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅵ 支え合いと備えで安全に暮らせるまち 

Ⅵ－１ 防災への備えをはじめ危機管理体制が確立しています  ま ち の 

イメージ 防災講座や防災訓練の充実により、市民一人ひとりの防災意識が高まり、地域防災リー

ダーを中心とした地域の防災力が向上しています。  

また、地域防災計画等の見直しなどにより危機管理体制が確立し、安心して暮らしてい

ます。   

 
１ まちの現状と課題  

 自然災害・テロ・新たな疾病等の各種危機に対し、防災・国民保護などの事務をはじめとする
的確な危機管理を行うことが求められており、総合的な危機管理体制をより一層充実・強化す

ることが喫緊の課題となっています。 

34.9

31.9

28.1

2.6

1.7

0.9

0 10 20 30 40

自力で

家族に

友人、隣人に

通行人に

救助隊に

その他

生き埋めや閉じこめられた際の救助
(%)

 低地や木造家屋密集地など各地域の実情に
応じたきめ細やかな対策が必要です。 

 阪神・淡路大震災において、被災者のうち自
力脱出や近隣住民等によって救出された人

の割合は 90％を超えており、災害時において
自分の命は自分で守る「自助」、地域の助け

合いによる「共助」の取組が重要であり、こ

うした体制をいかに作っていくかが課題と

なっています。 
出典：（社）日本火災学会：「兵庫県南部地震におけ

る火災に関する調査報告書」 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）危機管理体制の充実 

・危機管理監を筆頭とした防災業務全体又は災害発生時の応急対策を担う組織体制の充実を図り 
ます。 
・近隣市や警察等の関連機関との連携を強化します。 
・防災主管課以外の部署が、日常から自らの防災施策について責任を持ち、災害予防対策、応急 
対策、復旧・復興対策を図るための責任者の設置や研修、訓練の実施により、大規模災害の発災

時に迅速に対応できる組織とします。 
・危機発生時の損害を最小限に抑えつつ、事業の継続を図るためＢＣＰ（事業継続計画）の作成に

取り組みます。 

（２）市民協働による防災対策 

・地域防災計画の見直しにおいては、各地区の特性に応じた防災カルテの作成に取組み、きめ細や

かな防災対策に努めるとともに、市民との協働による防災ハザードマップの作成に取組みます。 

（３）地域防災力の向上 

・防災講座や防災訓練等を充実し、市民一人ひとりの防災意識の向上を図ります。 
・地域防災力の中心となる地域防災リーダーの養成に努め、自主防災組織の活動及び結成を支援 
します。 
・災害発生時のボランティアの受入れを円滑に実施するため、平常時からボランティア活動推進機

関と連携を図り、受入れ体制の整備に努めます。 
・大学や事業所との協定締結など、防災に関する連携を強化します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①自主防災組織の結成などによる危機管理体制の確立 
②地域で行われる防災講座・防災訓練や地域防災リーダー育成講習

への参加 
③地域防災リーダーが中心となった、自主防災組織の活動の活発化

④企業との防災協定の締結などによる、危機管理体制の確立 
⑤防災講座や防災訓練への参加 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 
指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度 指標の考え方 

災害に備えている

市民の割合 21.8% 
23.8% 

（平成22年度）
50.0% 

防災の基本である「自分の命は自

分で守る」という意識の向上を目

的として指標を設定 
地震や水害などに

対する防災の満足

度 
50.6 点 

51.5 点 
（平成22年度） ↗ 

地震や水害などに対する防災の満

足度の向上を目的として、満足度

の平均評価点を指標に設定 

地域防災リーダー

育成講習受講者数 
（累計人数） 

－ 
49 人 

（平成24年度）
300人 

自主防災組織の中心的な役割を担

う人材を増やすことを目的として

指標を設定（平成24年度から実施）

17.6% 53.0% 100％ 自主防災組織結成

率（連合自治会単

位） 自主防災組織を結成した連合自治会／全連合自治会

全ての地域に、自主防災組織が結

成されることを目的として指標を

設定 

 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市地域防災計画 修正版（平成 24年度～終期設定なし） 
 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

全  体 防災訓練等により、危機発生時における庁内連携体制の機能をより実践的なも

のとします。 

Ⅰ－３ 男女共同参画 防災分野における女性の参画の拡大を行います。 

Ⅱ－３ 地域福祉 災害時要援護者避難支援プランなど災害に備えた取組との連携を行います。 

Ⅲ－３ 学校教育 学校における防災教育を推進するための連携を強化します。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 

Ⅴ－２ 住宅 

Ⅴ－３ みどり 

Ⅴ－５ 道路 

Ⅴ－６ 水道 

Ⅴ－７ 下水道 

災害に強い市街地の形成に向けた施策を連携して推進します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅵ 支え合いと備えで安全に暮らせるまち 

Ⅵ－２ 犯罪が少なく安全で安心して過ごしています  ま ち の 

イメージ 防犯講座等の充実により、市民一人ひとりの防犯意識が高まり、また、市民、行政、関

係機関が連携・協力して防犯に関する取組を進めることで、犯罪被害が減少し、誰もが不

安を感じることなく生活しています。 

 
１ まちの現状と課題  

 

 平成 20年（2008 年）3 月に市民、企業、
行政が力を合わせて取り組む、「安心安

全のまちづくり都市宣言」を行いました。

市民一人ひとりのつながりの輪を広げ、

地域の目が行き届く犯罪抑制に寄与

する地域コミュニティの形成や警察

をはじめとした関係機関や諸団体と

の連携を強化した防犯体制の確立が

必要です。 

201,825
182,541

164,096155,206146,966
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刑法犯認知件数

大阪府下

吹田市内

 安心安全のまちづくりを、市をあげた
取り組みとして継続し、幅広い市民の

防犯意識を高め、浸透を図る必要があ

ります。 

出典：大阪府警察データ 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）防犯体制の充実  

・地域における自治会、商店会、青少年関係団体、防犯協議会などネットワークづくりを支援する

とともに、これらの諸団体によるパトロールや通学路における子どもの見守り活動など等地域に

おける継続的な防犯活動を促進します。 
 

（２）防犯環境の整備  

・防犯面に配慮した施設等の整備を進めるとともに、地域における防犯活動の認知度を高め、犯罪

が発生しにくい環境整備に努めます。 
 

（３）防犯意識の高揚  

・警察や防犯協議会との連携を密にし、防犯講座等を通じて情報提供に努め、市民一人ひとりの防

犯意識を高めます。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
 
①防犯講座等への積極的な参加 
②防犯活動のネットワーク化 
③青色防犯パトロールカーによる防犯活動 
④地域の防犯活動等への参加・協力 

 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 

指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度 指標の考え方 

治安がよいと感じ

る市民の割合 33.5% 
42% 

（平成22年度）
70.0% 

市民の多くが、不安を感じることな

く、生活できる状態とするための指

標として設定 

防犯対策の満足度 47.6 点 
49.6 点 

（平成22年度） ↗ 
防犯対策の満足度の向上を目的とし

て、満足度の平均評価点を指標に設

定 

安心安全のまちづ

くり講習会受講者

数（累計人数） 
187 人 980 人 2,550 人 

市民一人ひとりの防犯意識の向上を

目的として指標を設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

  － 
 
６ 他の施策との連携  

  
関連する施策 連携の内容 

Ⅰ―２ 人権 防犯の視点で人権教育と連携を図ります。 

Ⅲ―３ 学校教育 児童生徒の防犯意識の高揚施策と連携します。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅵ 支え合いと備えで安全に暮らせるまち 

Ⅵ－３ 備えと予防ができており安心できる消防体制が確立しています ま ち の 

イメージ 大規模複雑化する火災や災害にも対応できる消防力が整備され、市民の防火・防災意識

も高まり、消防団を主体とした地域の消防力も高く、また、救急救命体制についても、充

実した医療機関との連携により、人々が安心して暮らしています。 

 

１ まちの現状と課題  

 非常時に備え、市民の信頼と期待に応え
られる消防体制の整備・充実が必要です。 
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救急
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火災(件)救急(件)

 超高齢社会に伴う救急需要の増加や、複
雑・多様化する救急要請に迅速に対応で

きる救急救命体制の確立が求められて

います。 

 火災や地震等の災害に備え被害を軽減
するなど、災害に立ち向かえる地域づく

りを推進します。 
 

 
 

 

出典：消防本部データ 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）消防体制の整備充実 

・地域の実情に応じ、消防施設、装備及び消防水利等を計画的に整備します。 
・消防職団員、自主消火組織及び自衛消防隊等の育成に努めます。 
・消防団はじめ消防防災関係機関等との連携を強化し、消防力の整備充実を図ります。 

 

（２）救急体制の整備充実 

・救急車両、高度救命資器材等を計画的に整備し、救急救命体制の高度化を推進します。 
・医療機関との連携を強化し、メディカルコントロール体制の充実を図ります。 
・普通・上級救命講習会等により応急手当を普及啓発し、救命率の向上を目指します。 

 

（３）火災予防の推進  

・住宅防火訪問による防火指導、査察等による違反是正のほか、防火管理者及び危険物保安監督者

等の指導育成により、地域における火災予防を推進します。 
・幼年消防クラブや家庭防火クラブなど防火協力団体等の結成を促進し、防火に関する知識等の普

及啓発を図ります。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
 
①地域の自主消火組織や事業所等による自衛消防組織の活動 
②自主救護能力の向上と救急車の適正利用 
③普通・上級救命講習会及び防火管理者講習会等の積極的な受講 
④防火意識の高揚と自主防火・自主保安体制の確立 
⑤幼年消防クラブ・家庭防火クラブ等の結成や消防訓練等への参加

⑥放火されにくい地域環境の整備 

４ 取組の目標  

 

実績値 目標値 
指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度 指標の考え方 

年間火災件数 97 件 
(平成 18年) 

76 件 
(平成 23年) 

55 件 

消防行政のあらゆる取組みが、火災

の減少につながることから、本市の

平成２４年から過去１０年間にお

ける火災件数のうち、もっとも少な

い火災件数を下回ることを目標と

します 

普通救命講習会等

の受講者数 
5,587 人 
(平成 18年) 

6,937 人 
(平成 23年) 

8,000 人 

「その場に居合わせた人」による処

置が救命率の向上に有効であるこ

とから、普通救命講習会等の受講者

数が、年間８千人を上回ることを目

標とします 
 

５ 関連する分野別計画等  

 吹田市地域防災計画 修正版（平成 24年度～終期設定なし） 
 
６ 他の施策との連携  

 

関連する施策 連携の内容 

Ⅲ－３ 学校教育 避難訓練や救命入門コースの実施など、学校教育との連携を図ります。 

Ⅴ－１ 都市整備・景観 火災や地震等の災害に強い市街地の形成に向けた施策を連携して推進します。
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Ⅶ－１ 
 元気な企業が集積してい

ます →P106 

Ⅶ－２ 
 いきいきと働きがいをも

って就労できる環境が整

っています →P108 

Ⅶ－３ 
 安心して消費生活を送れ

る環境が整っています

→P110 

重点取組 

（２）消費者啓発の推進 

（１）消費者保護の推進 

（１）市民の雇用安定と就労促進 

（３）地域の特性を生かした都市型観光の

推進 

（２）地域の魅力ある商業地づくり 

（１）中小企業振興 

＜基本方向＞ 
ルートⅦ 人が集い、企業を育む、都市魅力あふれるまち 

（３）労働条件の整備と啓発 

（２）勤労者福祉の充実 

まちのイメージ 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅶ 人が集い、企業を育む、都市魅力あふれるまち 

Ⅶ－１ 元気な企業が集積しています ま ち の 

イメージ  産学官一体となって企業活動を支える施策が充実した本市に、意欲ある優良企業が数多

く進出し、地元雇用が創出されています。 

開業率が廃業率を上回り、産業都市としての吹田の都市格が向上することにより、さら

に企業が集積し、職住近在のまちづくりが進んでいます。 

生活利便に優れ、コミュニティの核としての役割を担う地元商店街には人が集い、地元

消費も拡大されています。地域経済の循環と活性化が図られ、活気と魅力にあふれたまち

に、市内外から人が集まりにぎわっています。 

 

１ まちの現状と課題  

 事業者の廃業や市外移転などにより事業所数が
減少傾向にある中で、既存企業の中でも特に景

気動向等の影響を受けやすい中小企業に対して

は、事業活動の安定に資する支援を行うことが

必要です。起業家支援、企業誘致等により、市

内の産業集積を維持、拡大していくことが必要

です。 

11,664 11,925 11,783
10,675

11,904

133,547
148,019 143,306 140,841

159,205
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14,000

16,000

H3 H8 H13 H18 H21

吹田市の事業所数・従業者数の推移

 商業地を活性化させるためには、集客力向上に
つながる、生活利便の向上や、商業地が、地域

コミュニティの場となることが欠かせないもの

となっています。 

事業所数

従業者数

 市内外からの誘客力の向上に資する戦略的な都
市魅力の発信が必要です。 

出典：平成3年～18年は事業所・企業統計調査、平成

21年は経済センサス 

 
２ 重点取組と行政の役割  

（１）中小企業振興 
・ 商工会議所等経済団体及び大学等との連携・協力関係を深め、中小企業相談ワンストップサー

ビス機能整備など中小企業成長支援施策を拡充し、企業の定着促進を図ります。 
・ 事業者の実態把握やニーズ把握に努め、販路開拓、人材育成、企業間取引、異業種交流等に対

する支援を行います。 
・ 起業家及び起業後間もない事業者の経営の安定化などに資する支援を行います。 
・ 住工混在地域における事業者の定着支援を行います。 
・ 本市の複合都市としての特色を守り育てるため、地域経済の循環及び活性化に資する企業誘致

施策を推進し、産業振興・雇用促進を図ります。 
（２）地域の魅力ある商業地づくり 
・ 商業者、地域住民との協働により、人が交流し、安心して買物ができ、生活利便性に富んだ、

地域コミュニティを支える魅力あふれる商業地づくりを進め、地域のにぎわいを創出します。 
・ 空き店舗を活用したコミュニティビジネス誘導など、地域課題に対応した商業地づくりを進め

る商店街等を支援します。 
・ 人材育成や組織体制の充実に取組む商店街等を支援します。また、商店街等の組織がない商業

地における組織化を支援します。 
（３）地域の特性を生かした都市型観光の推進 
・民間組織との連携を強化し、都市魅力を発信し観光施策の充実を図ります。 
・ 市民、事業者との協働により、今ある都市魅力資源を磨き輝かせ、また、新たな資源発掘に努

めるとともに、その効果的な情報発信により、市外からの誘客を図ります。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ ①地域社会の発展における産業振興の重要性についての理解 
②地元企業での就労や消費、地域住民の雇用、地域企業間での取引

や交流など、地域経済の循環と活性化に向けた積極的な取組 
③地域の商店街等の魅力を知り、交流の場として活用する環境づくり 
④地域にとってかけがえのない魅力ある商業地づくり 
⑤観光情報など市の魅力の発信 

４ 取組の目標  

実績値 目標値 指標名 
平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度

指標の考え方 

－0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ －4.3 ﾎﾟｲﾝﾄ
吹田市の開業率と

廃業率の差 
（開業率－廃業率） 

開業率 6.7％

廃業率 6.8％ 

開業率 3.4％

廃業率 7.7％
（平成21年度）

０ﾎﾟｲﾝﾄ以上

市内起業者の事業継続率を高め、

開業率が廃業率を上回り、事業所

数を増加させることを目的として

指標を設定 

商店街・小売市場

における空き店舗

率 

7.3% 
（平成19年度） 

10.1% 
7.3% 

以下 
コミュニティの核となる商店街の

活性化をめざして、空き店舗率の

低下を目的として指標を設定 

観光施設利用者数 3,249,660人 
3,497,809人
（平成22年度）

2,000 万人 

市内外からの入込客数の増加を目

的として、市内主要施設の利用者

数を指標として設定 

 
５ 関連する分野別計画等  

 吹田市新商工振興ビジョン（平成 18年度～平成 27年度） 
 吹田市観光ビジョン（平成 23年度～終期設定なし） 

６ 他の施策との連携  

 関連する施策 連携の内容 

Ⅳ－１ エネルギー
地域経済活性化の一環として、環境マネジメントシステムの導入促進やグ

リーン購入、グリーン契約の普及促進など環境施策との連携を図ります。

Ⅴ－１ 都市整備・景観 住工混在地域における事業者の定着支援並びに企業誘致施策推進につい

て、土地利用誘導など都市形成施策との連携を図ります。 

Ⅶ－２ 雇用・就労
市内事業所への人材供給や働きやすい職場環境の整備に向けた啓発等にお

いて、雇用・就労施策との連携を行います。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅶ 人が集い、企業を育む、都市魅力あふれるまち 

Ⅶ－２ いきいきと働きがいをもって就労できる環境が整っています ま ち の 

イメージ  市内事業所の多くを占める中小企業が活性化しています。 

働く従業員の誰もがワークライフバランスを心がけ、能力を発揮し生きいきと働くこと

ができており、安心して働き続けられる環境が整っています。 

 

１ まちの現状と課題  

 景気の低迷と厳しい雇用情勢が
続いている中、労働施策の更な

る充実を図りつつ、市民の就労

促進と雇用の安定を図る必要が

あります。 
 勤労者が安心して働き続けられ
る労働条件や職場環境の整備に

関する啓発が必要です。 
 勤労者の福利厚生について、単
独では取り組みが困難な市内事

業所の大半を占める中小企業に

おいて、従業員に対する福利厚

生の充実を図ることが必要です。 

57.1

48.9
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36.1

33.8
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5.3
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0.8
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年齢制限があること
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賃金等、望む労働条件が得られるか

自分の資格や能力が通用するか

職場の人間関係がうまくいくか

自分や家族の健康状態

保育所・学童保育に入所できるか

家族の理解や協力が得られるか

介護サービスや福祉施設が利用できるか

その他

特にない

無回答

就労について不安や心配なこと (%)（未就労者） 

 経済の循環と産業の振興を考え
るうえでは、中小企業の活性化

と、そこに働く従業員の雇用の

安定と福祉の向上を図ることが

不可欠です。 
 

出典：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」

平成 22年度 
 

２ 重点取組と行政の役割  

（１）市民の雇用安定と就労促進 

・ 仕事を得たいという市民の様々なニーズに応じた就労相談や就職に役立つ講座を実施するな 
ど、きめ細かな支援を行います。 

・ 市内の求職者と地元企業をつなぐＪＯＢナビすいた、ＪＯＢカフェすいたの機能の活用や、地
元企業やハローワークなどとの連携を深めることで、市民の就労機会の増大と市内就職者の増

加につなげます。 

（２）勤労者福祉の充実  

・ やりがいを持って働き続けられる環境づくりと福利厚生の充実を図るため、共済制度などを通 
じ、勤労者の福祉の向上と健康増進を図ります。 

（３）労働条件の整備と啓発  

・ 勤労者の現状とニーズを把握し、実態に即した政策形成を図ります。 
・ 勤労者が安心して働ける環境づくりに向け、労働に関する情報提供や相談などの支援を行いま
す。 
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３ 市民・事業者・団体の取組                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
①働きがいのある仕事をすることで能力を発揮することや社会へ

の参加を果たしつつ、仕事と生活のバランスが取れたいきいきと

した生活の実現 
②事業所における安定して雇用できる環境づくり 
③事業所においては多様な働き方を許容しつつ、従業員が働きがい

を持ち続けられる職場環境づくり 

４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

JOB ナビすいた、

JOB カフェすいた 

を活用した就職者数 

― 
576 人 

（平成24年度）
800 人 

 就職機会の増加を目的として、JOB

ナビすいた、JOB カフェすいたを通じ

て就職した人数を指標に設定 

吹田市勤労者福祉

共済の被共済者数 
2,299 人 2,141 人 3,000 人 

市内事業所で働く勤労者の福利厚生

の充実を測る指標として設定 

 
 
５ 関連する分野別計画等  

― 
 
６ 他の施策との連携  

関連する施策 連携の内容 

Ⅰ－３ 男女共同参画

性別に関わらず、労働者が安心して働き続けられる職場の環境づくりとと

もに、女性が結婚・出産等で退職を余儀なくされることなく、働く意思に

応じて、その後も就業を継続できるよう、仕事と家庭の両立支援に向けた

啓発等、男女共同参画施策との連携を行います。 

Ⅶ－１ 産業振興
市内事業所への人材供給や働きやすい職場環境の整備に向けた啓発等にお

いて、産業振興施策との連携を行います。 
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ルート 
(基本方向) 

Ⅶ 人が集い、企業を育む、都市魅力あふれるまち 

Ⅶ－３ 安心して消費生活を送れる環境が整っています ま ち の 

イメージ 消費生活に関するさまざま情報を得て、安心して生活を送っています。また、消費生

活上のトラブルに対しては、速やかに問題を解決できる相談体制が整っています。 
 
 
１ まちの現状と課題  

 平成 21年(2009年)、消費者安全法
の施行以後、消費者目線で消費者の

立場に立った消費者問題への取組

みの強化が求められています。 

契約・解約

45.4%

販売方法

21.4%

価格・料金

8.7%

品質・機能・

役務品質

8.0%

接客対応

6.3%

法規・基準

3.9%

安全・衛生

2.6%
その他

3.7%

消費生活相談の内訳 平成23年度

 高齢者を狙った詐欺的商法や情報
化社会の進展に伴うインターネッ

トによるトラブルの増加など、社会

の変化に伴い消費者問題は複雑か

つ多様化しています。 
 今日的な消費者問題に対応するた
め、時代に即した情報提供を行うと

ともに、相談者のスキルアップが重

要です。 
 

出典：市民生活部データ 
 

２ 重点取組と行政の役割  

 

（１）消費者保護の推進 

・消費者事故など多発している事例について、迅速な情報提供に努めます。 
・消費生活センターにおける相談機能の強化など、消費者相談体制の充実を図ります。 

 

（２）消費者啓発の推進 

・各種啓発講座やパネル展示などにより、消費生活に関する知識の普及や情報提供に努め、消費者

意識の向上を図ります。 
・消費者の自主的な学習活動や消費者団体の活動を支援します。 
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３ 市民・事業者・団体の取組  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みんなで取り組み 

ませんか！ 
① 各種啓発講座等への参加 
② 消費生活に関する情報の意欲的な収集   

 
 
４ 取組の目標  

 
実績値 目標値 指標名 

平成 18年度 平成 23年度 平成 32年度
指標の考え方 

消費生活相談件

数における解決率 
98.6% 

97.4% 

(平成22年度）
100% 

消費生活問題の解決率の向上を目

的として、消費生活センターで受け付

けた相談がどれだけ解決したかの率

を指標に設定 

消費者の利益と安

全の確保に関する

満足度 

－ 
47.2 点 

(平成22年度） ↗ 
消費者の利益と安全の確保に関する

満足度の向上を目的として、満足度

の平均評価点を指標に設定 

 
 
５ 関連する分野別計画等  

― 
 
 
６ 他の施策との連携  

   

関連する施策 連携の内容 

Ⅱ－１ 高齢福祉 高齢者の消費生活に関する相談や情報提供について連携強化を行いま

す。 

 
 
Ⅲ－３ 学校教育 
 
 

若年層への消費生活に関する教育について連携強化を行います。 
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